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度

締

結

び

体

導

ニ
、
指

告1

一
九
一
七
年
一

O
月
レ

l
ニ
ン
の
指
導
の
も
と
に
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
革
命
が
お
こ
り
、
世
界
で
始
め
て
の
ソ
ビ
エ
ト
体
制
が
誕
生
し
て

以
来
す
で
に
半
世
紀
以
上
過
ぎ
て
い
る
。
ソ
連
邦
体
制
の
全
体
主
義
的
風
潮
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
体
制
は
杏
続
し
、
超
大
国
の
地
位

を
維
持
し
て
い
る
。
乙
の
体
制
を
支
え
て
い
る
の
が
ソ
連
の
指
導
体
制
と
そ
の
権
力
構
造
で
あ
る
。

1 



2 

(

一

)

最

高
指

導

者

層3

政
治
的
に
、
ま
た
階
層
的
に
管
理
さ
れ
た
ソ
連
の
よ
う
な
社
会
で
は
、
指
導
者
の
継
承
が
制
度
化
さ
れ
な
い
二
つ
の
大
き
な
要
因
が
あ

る
。
そ
の
一
つ
は
、
社
会
の
生
活
を
指
導
し
、
統
制
す
る
最
高
指
導
部
の
異
常
な
権
能
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、
最
高
指
導
層
の
内
部
に
お

け
る
権
力
の
型
(
主
要
機
構
|
政
治
局
、
党
書
記
局
、
閣
僚
会
議
幹
部
会
や
、
主
要
地
位
l
党
委
書
記
長
、
閣
僚
会
議
議
長
、
最
高
会
議

幹
部
会
議
長
)
が
時
の
経
過
の
中
で
著
し
く
変
抱
す
る
ζ

と
で
、

革
命
以
来
の
ソ
連
の
一
指
導
体
制
を
、

つ
ま
り
、
権
力
の
分
配
の
不
明
確
さ
と
流
動
性
で
あ
る
。

独
裁
制
(
レ

l
ニ
ン

)
l寡
頭
制
(
権
力
闘
争

)
l独
裁
制
(
ス
タ
ー
リ
ン

)
l寡
頭
制
(
権
力
闘

争

)
l独
裁
制
(
フ
ル
シ
チ
ョ
フ

)
l寡
頭
制
(
権
力
闘
争
)
|
独
裁
制
(
ブ
レ
ジ
ネ
フ
)
と
い
う
繰
返
し
の
指
導
パ
タ
ー
ン
を
想
定
す
る

も
の
は
比
較
的
多
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
独
裁
者
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
指
導
者
の
個
々
の
権
力
構
築
過
程
を
調
べ
て
み
る

と
、
決
し
て
同
じ
過
程
を
経
て
権
力
を
構
築
し
た
も
の
で
な
い
ζ

と
が
わ
か
る
。
レ

l
ニ
ン
は
ボ
リ
シ
ェ
グ
イ
ズ
ム
の
創
始
者
と
し
て
の

関
に
対
す
る
統
制
と
、

彼
の
権
威
と
彼
の
信
奉
者
た
ち
を
明
解
な
現
実
主
義
的
政
策
の
背
後
に
結
集
す
る
能
力
に
基
い
て
築
い
た
。
ス
タ
ー
リ
ン
は
当
初
、
党
機

そ
れ
を
通
し
て
人
事
を
操
作
し
権
力
を
築
い
た
。
そ
の
後
彼
は
、
「
ス
タ
ー
リ
ン
個
人
崇
拝
」
と
秘
密
警
察
を
巧

分
割
統
治
で
他
の
す
べ
て
の
指
導
者
を
お
互
い
に
心
理
的
に
牽
制
さ
せ
自
分
の
意
思
に
従
属
さ
せ
た
。

は
、
ス
タ
ー
リ
ン
時
代
の
弊
害
l
テ
ロ
、
農
業
の
軽
視
、
知
的
生
活
の
停
滞
な
ど
ー
を
克
服
す
る
諸
政
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得

た
初
期
の
成
功
を
通
し
て
、
大
き
な
個
人
的
権
威
を
獲
得
し
、
強
力
な
支
配
的
地
伎
に
つ
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
レ

1
ニ
ン
、
フ
ル
シ
チ

ヨ
フ
ら
は
ス
タ
ー
リ
ン
の
よ
う
に
絶
対
的
権
力
を
も
っ
た
独
裁
者
で
は
な
か
っ
た
。

み
に
利
用
し
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ

ソ
速
は
制
度
上
、
十
五
の
共
和
国
に
分
割
統
治
さ
れ
て
い
る
連
邦
制
を
採
っ
て
い
る
。
実
際
に
は
一
五

O
以
上
の
行
政
区
域
に
分
か

れ
、
単
一
国
家
並
に
統
治
さ
れ
て
い
る
。
統
治
機
構
の
お
も
な
機
関
は
、
党
、
ソ
ビ
エ
ト
、
国
家
行
政
機
関
で
あ
る
。
こ
れ
ら
機
関
は
権

限
の
分
立
と
い
う
よ
り
も
機
能
の
分
化
の
う
え
に
形
成
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、

そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ

l
的
組
織
構
造
を
形
成



し
、
制
度
的
に
は
、
上
意
下
達
方
式
で
統
治
さ
れ
て
い
る
。

ζ

れ
ら
機
関
の
最
高
責
任
者
は
中
央
委
員
書
記
局
書
記
長
、
最
高
会
議
幹
部

会
議
長
、
閣
僚
会
議
議
長
で
あ
る
。
こ
れ
ら
機
関
の
指
導
者
が
集
ま
る
最
高
意
思
決
定
機
関
が
政
治
局
(
制
度
上
は
ソ
連
共
産
党
中
央
委

の
最
高
意
思
決
定
機
関
)
で
日
本
の
政
治
機
構
に
当
て
は
め
る
と
内
閣
に
相
当
す
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
追
放
(
一
九
六
四
年
)
直
後
の
最
高
指
導
者
た
ち
は
、

過
去
の
体
験
を
生
か
し
、

永
続
性
が
あ
る
な
し
に
か
か
わ
ら

ず
、
新
し
い
指
導
体
制
を
作
り
だ
し
た
。
そ
れ
が
、

い
わ
ゆ
る
集
団
指
導
体
制
(
俗
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
)
で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の

ソ連外交政策決定過程における諸要因(斗

「
個
人
的
支
配
」
指
導
体
制
の
弊
害
を
身
を
も
っ
て
体
験
し
た
指
導
者
た
ち
は
、
同
じ
よ
う
な
体
制
の
再
現
を
阻
止
す
る
た
め
に
幾
つ
か

の
取
り
極
め
を
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
ソ
連
共
産
党
中
央
第
一
書
記
(
後
に
書
記
長
と
名
称
変
更
)
と
閣
僚
会
議
と
の
兼
務
は

不
適
当
と
す
る
一
九
六
四
年
一

O
月
の
党
中
央
委
総
会
の
決
定
が
あ
げ
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
州
党
委
第
一
書
記
な
ど
の
よ
う
な
中
枢
的
政

治
的
な
集
団
に
関
す
る
人
事
政
策
は
、
党
の
組
織
部
門
を
担
当
し
て
い
る
党
指
導
者
の
独
占
で
な
く
、
集
団
指
導
者
全
員
の
政
策
で
あ
る

ζ

れ
は
党
の
組
織
関
係
(
人
事
も
含
む
)
の
政
策
決
定
権
は
、
従
来
の
よ
う
に
党
書
記
局
で
は
な
く
、

と
し
た
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

政
治
局
に
あ
る
こ
と
の
同
意
が
で
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

最
高
指
導
者
が
お
互
い
に
権
力
闘
争
に
巻
き
込
ま
れ
な
い
安
定
し
た
人
事
政
策
の
遂
行
を
、
州
党
委
第
一
書
記
、
お
よ
び
閣
僚
会
議
の

構
成
員
か
ら
観
察
で
き
た
。
最
後
に
、
各
最
高
指
導
者
間
で
機
能
分
化
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、

こ
れ
に
よ
っ
て
各
自
の
職
務
を
通
し
て
自

分
の
勢
力
源
を
確
保
し
、
同
時
に
必
要
以
上
に
各
自
の
権
限
を
強
化
し
な
い
よ
う
、

お
互
い
に
牽
制
で
き
る
体
制
を
作
り
上
げ
た
と
思
わ

一
九
六
五
年
当
時
、
指
導
者
聞
の
ラ
ン
キ
ン
グ
で
第
二
位
を
占
め
て
い
た
工
業
面
担
当
の
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
中
央
委
書
記

が
、
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
の
地
位
に
降
等
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
と
他
の
指
導
者
間
で
同
幹
部
会
の
機
能
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
黙

れ
る
。
例
え
ば
、

契
の
も
と
に
、
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
自
身
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら
れ
、
最
高
会
議
の
各
機
関
の
活
動
告
復
活
さ
せ
た
。

な
お
、

一
九
七

O
年
時
の
政
治
局
員
の
構
成
を
み
る
と
党
書
記
局
と
閣
僚
会
議
幹
部
会
と
の
力
の
均
衡
を
保
つ
た
め
、
お
の
お
の
三
名

3 

づ
っ
選
出
さ
れ
て
い
る
(
第
一
表
参
照
)
。

ζ

の
体
制
で
の
ブ
レ
ジ
、
不
フ
は
、
い
わ
ば
級
長
泊
三

S
E
E
S円

3
5
m
)
の
役
目
を
し
て
い



閣僚会議幹部会員

12名

コスイギン

マズロフ

第1表 1970年時のソ連の最高指導者

中央委政治局正委員

11名

*プレジネフ

ゲオロノフ(1973年迄)

*キリレンコ

コスイギン

マズロフ

+ベルシェ

ポドゴルヌイ

ポリャンスト(1973年迄)I ポリャンスト(附年迄)

ドムシツ

ノピコフ. 1. T. 

ノピコフ， V. N. 

レセチュコ

スミ Jレノフ

キリリン

バ4パコ 7

チーホノァ

エフレモフ(1971年迄)

+スースロフ

*シェレーピン(1975年迄)

シェレスト (1973年迄)

政治局員候補 9名

グリシン(1971年迄)

デミチエフ

クナエフ(1971年迄)

マシェロフ(1980年迄)

ムジャワナーゼ(1972年迄)

ラシドフ

ウスチーノフ(1976年迄)

シチェルピッキー(1971年迄)

アンドロポフ(1973年迄)

* プレジネフ人脈(政治局正委内)

+ スースロフ人脈(政治局正委内)

中央委書記局貝

10名

プレジネフ

キリレンコ

スースロフ

デミチエフ(1974年迄)

4 

ウスチーノフ(1976年迄)

カピトノフ

クラコフ(1978年迄)

ポノマリョフ

ソロメンツェフ(1971年迄)

カトウシェフ(1977年迄)



5 ソ連外交政策決定過程における諸要因(ニ)

第2表 1976年時のソ連の最高指導者

閣僚会議幹部会員

12名

コスイギン(議長)
(1980年迄)

マズロフ(第ー副議長)
(1978年迄)

アルキポフ(1974年就任)

ノぐイパコフ

ドムシツ

キリリン(1980年迄)

レセチュコ(1980年迄)

ノピコフ. V.N. (1980年迄)

ノピコフ. 1. T. 

ヌリエフ(1973年就任)

スミ Jレノフ

チーホノフ

中央委政治局正委員

16名

*プレジネフ

グリシン

*キリレンコ

コスイギン(1980年迄)

クラコフ(1978年迄)

*クナエフ

マズロフ(1978年迄)

+ベルシェ

ポドゴルヌイ(1977年迄)

+スースロフ

*シチェルピッキー

(1971年就任)

+アンドロポフ(1973年就任)

グロムイコ (1973年続任)

*グレチュコ

(1973年から1976年迄)

ロマノフ(1976年就任)

ウスチーノフ(1976年就任)

政治局員候補 6名

アリエフ(1976年就任)

デミチエブ

マシエロブ

ポノマリョフ(1972年就任)

ラシドフ

ソロメンツェフ(1971年就任)

* プレジネフ人脈(政治局正委内)
+ スースロフ人脈(政治局正委内)

中央委書記局員

11名

プレジネフ

キリレンコ

クラコフ

スースロフ

ウスチーノフ

ポノマリョフ

カピトノフ

ドルギーフ

カトウシェフ

ジミヤ}ニン(1976年就任)

チェルニェンコ

!(l976年就任)



6 

第3衰 1981年時のソ連の最高指導者

閣僚会議幹部会員 ! 中央委政治局

15名 | 正委員 14名

*プレジネ7(1906年12月生)
+アンドロポ7(国家保安委議長)

(1914年6月生)
グリシン(1914年9月生)

(モスクワ市党第一書記)
グロムイコ(外相)

(1909年7月生)
*キリレンコ(1906年9月生)
+ゴルパチェ 7(1931年3月生)
*チェJレユェンコ(1911年 9月生)

チーホノ 7(議長) I チーホノ 7(1905年 5月生)

アノレキポ7(第一副議長)
パイパコ 7(経済計画担当)
ドムシツ(担当不明)
カトウシュ7(担当不明)

マルチュク(科学技術部門担当)
マケープ(軽工業部門担当)
-;>1レトウノ 7

(資材・技術供給部門担当)
タルジン(コメコン問題担当)
ノピコ 7，1. T.(建設部門担当)
ヌリエ7(農業部門担当)
スミルノフ(軍需産業部門担当)
コスタンド 7(担当不明}
アントノフ(担当不明)
ポデュJレ(担当不明)

*クナエ7(1912年1月生)
{カザ7共和国党第ー書記)

+ベルシェ(党統制委議長)
(1899年2月生)

ロマノ 7(1923年 2月生)
(レニングラード州党第一書記)

+スースロ 7(1902年11月生)
ウスチーノ 7(国防相)

(1908年10月生)
*シチェJレピ・yキー

(1918年2月生)
(ウクライナ共和国党第一書記j
盈益星塁盤主主 8名
アリエ7 (アゼJレパイジャン共

和国党第一書記)
デミチエ 7(文化相)
クズネツォ 7

(最高会議幹部会第一副議長)
キセリョ 7
(白ロシア共和国党第一書記)

ポノマリョ 7
ラシド7
(ウズベク共和国党第一書記)

シュワナーゼ
(グルジア共和国党第一書記)

ソロメンツェ7

(ロシア共和国閣僚会議議長)

* プレジネ7人脈(政治局正委内)
+ スースロ7人脈(政治局疋委内)

中央委書記局員

10名

プレジネ7(書記長)

キリレンコ(人事担当)
ゴノレパチェ 7(農業問題担当)
チェルニェンコ(総務部局長)

スースロ 7(イデオロギー担当)

ポノマリョ 7(国際部局長)

ドルギーフ(]重工業部局長)
ジミャーユン(宣伝問題担当)

ルサコブ
(社会主義国党連絡部局長)

カピトノフ(党組織活動部局長)



る
わ
け
で
、
自
ら
率
先
し
て
各
最
高
指
導
者
閣
の
力
の
均
衡
を
中
央
委
政
治
局
を
中
心
に
調
整
し
、
政
治
局
の
諸
機
能
を
政
治
的
に
統
合

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
、
少
な
く
と
も
一
九
七

0
年
代
後
半
ま
で
は
そ
う
考
え
ら
れ
て
い
た
。

一
概
に
ブ
レ
ジ
、
不
フ
体
制
と
い
っ
て
も
、

ほ
ぼ
五
、
六
年
と
と
の
最
高
指
導
者
の
顔
触
れ
を
み
て
み
る
と
、
か
な
り
の
変
化
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
。
(
第
一
、
一
一
、
三
表
参
照
)

(a) 

政

治

局

一
九
七
O
年
時
に
政
治
局
員
は
一
一
名
お
り
そ
れ
以
来
現
在
で
も
政
治
局
員
と
し
て
留
ま
っ
て
い
る
の
が
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、

ス
!
ス
ロ

フ
、
キ
リ
レ
ン
コ
、

ペ
ル
シ
ェ
だ
け
で
あ
り
、

コ
ス
イ
ギ
ン
を
除
き
残
り
六
名
ほ
と
ん
ど
が
、
実
際
に
は
政
治
的
な
理
由
で
解
任
さ
せ
ら

れ
て
い
る
。
第
二
六
回
党
大
会
(
一
九
八
一
年
二
月
)
ま
で
に
、

い
わ
ゆ
る
「
ブ
レ
ジ
、
不
フ
阻
止
派
」
に
属
し
て
い
た
ヴ
ォ
ロ
ノ
フ
、

シ

ソ連外交政策決定過程における諸要因伺

マ
ズ
ロ
フ
を
漸
次
解
任
さ
せ
た
。

ギ
ン
の
引
退
に
よ
り
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
抗
争
の
相
手
と
な
り
う
る
強
力
な
最
高
指
導
者
は
、

一
九
八
O
年
，
一
O
月
の
コ
ス
イ

ェ
レ
ス
ト
、
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ
l
、
シ
ェ
レ

l
ピ
ン
、
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
、

人
支
配
」
と
非
難
さ
れ
て
い
る
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
の
政
治
局
で
は
あ
る
が
、

応

こ
れ
で
ス

1
ス
ロ
フ
だ
け
と
な
っ
た
。
「
老

そ
の
陣
容
が
二
つ
の
時
期
に
変
化
し
た
こ
と
が
わ
か

一
つ
は
一
九
七
三
年
か
ら
一
九
七
六
年
に
か
け
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
、
グ
ロ
ム
イ
コ
、
グ
レ
チ
ュ
コ
、

補
充
さ
れ
、
そ
し
て
又
一
九
七
八
年
以
降
、
チ
ェ
ル
ネ
ェ
ン
コ
、
チ
|
ホ
ノ
フ
、
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
ら
が
補
充
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
チ
ェ

ロ
マ
ノ
フ
、

ウ
ス
チ

l
ノ
フ
ら
が

る

モ
ル
ダ
ビ
ア
共
和
国
党
第
一
書
記
(
一
九
五
O
|
一
九
五
二
)
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
同
共
和
国
党
中
央
委

宣
伝
・
扇
動
部
局
長
(
一
九
四
八
|
一
九
五
六
)
を
務
め
て
お
り
、
一
九
五
六
年
に
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
斡
旋
で
連
邦
党
中
央
委
へ
転
じ
、

ま
た
一
九
六
O
年
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
に
任
命
さ
れ
た
時
、
チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
も
ブ
レ
ジ
、
不
フ
の
事
務
局
長
に

ル
ニ
ェ
ン
コ
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
、

任
命
さ
れ
た
。
彼
は
、
現
在
、
ブ
レ
ジ
、
不
フ
に
最
も
近
い
補
佐
役
兼
顧
問
の
一
人
で
あ
る
。

マ
ズ
ロ
フ
が
政
治
局
員
を
解
任
さ
せ
ら
れ
た
一
九
七
八
年
一
月
二
七
日
の
中
央
委
総
会
で
、
政
治
局

一
九
七
六
年
九
月
以
来
閣
僚
会
議
第
一
副
議

長
を
務
め
て
い
た
チ

l
ホ
ノ
フ
は
、

7 

員
候
補
に
任
命
さ
れ
た
。
閣
僚
会
議
第
一
副
議
長
は
政
治
局
正
委
員
を
兼
務
す
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
が
、

チ
l
ホ
ノ
フ
ぞ
直
接
政
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治
局
正
委
員
へ
昇
格
さ
せ
る
こ
と
に
コ
ス
イ
ギ
ン
ら
が
当
初
憂
色
を
示
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

一
九
七
九
年
一
一
月
二
七
日

の
中
央
委
総
会
で
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
脈
の
有
力
な
一
員
で
あ
る
チ

l
ホ
ノ
フ
が
結
局
政
治
局
正
委
員
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
チ

ー
ホ
ノ
フ
は
、

コ
ス
イ
ギ
ン
の
有
力
後
継
候
補
の
一
人
と
し
て
そ
の
立
場
ぞ
強
め
、
一
九
八

O
年
一

O
月
の
コ
ス
イ
ギ
ン
の
引
退
後
、
お

ぜ
ん
立
て
通
り
閣
僚
会
議
議
長
に
就
任
し
た
。
ス

l
ス
ロ
フ
に
近
く
党
指
導
部
で
最
も
若
い
農
業
担
当
の
党
書
記
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
が
、
一

九
七
九
年
一
一
月
二
七
日
の
中
央
委
総
会
で
、
政
治
局
員
に
選
出
さ
れ
た
。
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
は
一
九
七

O
年
四
月
以
来
、
ス
タ
ブ
ロ
ポ
ル

州
党
委
第
一
書
記
を
務
め
て
い
た
が
、

一
九
七
八
年
七
月
死
亡
し
て
書
記
局
を
去
っ
た

F
・
D
-
ク
ラ
コ
フ
(
農
業
担
当
)
の
、

い
わ
ば

後
継
者
と
し
て
任
命
さ
れ
た
。
ス
タ
ブ
ロ
ポ
ル
州
は
、
本
来
ス

l
ス
ロ
フ
の
個
人
的
な
影
響
力
の
強
い
所
と
言
わ
れ
て
お
り
、
乙
の
人
事

は
ス

i
ス
ロ
フ
の
後
押
し
が
あ
っ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
重
要
な
地
位
を
占
め
る
農
業
担
当
書
記
は
中
央
委
政
治
局
員
に
選
出
さ
れ
る
の

が
慣
例
と
な
っ
て
い
る
が
、
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
は
書
記
局
で
最
年
少
で
も
あ
り
、
し
た
が
っ
て
経
験
も
浅
く
、
ま
た
ス
タ
ブ
ロ
ポ
ル
州
の
よ

う
注
肥
沃
な
土
地
で
の
農
政
歴
し
か
な
い
の
で
、
す
ぐ
に
は
政
治
局
へ
の
昇
格
は
危
ぶ
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
わ
ず
か
そ
の
一
年
後
、

一
九
八

O
年
一

O
月
二
一
日
の
中
央
委
総
会
で
、
政
治
局
正
委
員
に
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
が
選
出
さ
れ
た
こ
と
は
、
ス

l
ス
ロ
フ
派
の
急
進
出

を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

政
治
局
員
候
補
は
現
在
、

一
九
七

O
年
時
の
構
成
員
と
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
が
、

ェ
フ
と
ラ
シ
ド
フ
の
二
名
で
あ
る
。
ク
ズ
ネ
ツ
ォ
フ
、

シ
ュ
ワ
ナ

l
ゼ、

そ
れ
以
来
相
変
ら
ず
名
を
連
ね
て
い
る
の
が
、
デ
ミ
チ

キ
セ
リ
ョ
フ
ら
は
一
九
七
五
年
以
降
の
任
命
で
あ
る
。
グ
ズ
ネ

ツ
ォ
フ
は
一
九
七
七
年
一

O
月
三
日
の
中
央
委
総
会
で
任
命
さ
れ
、

そ
の
四
日
後
の
七
日
に
外
務
第
一
副
相
か
ら
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会

第
一
副
議
長
に
就
任
し
た
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
を
兼
任
し
て
以
来
、
各
国
大
使
と
の
接
見
や
信
任
状
受
理
な
ど

第
一
副
議
長
の
ク
ズ
ネ
ツ
オ
フ
に
任
せ
て
い
る
。
(
ブ

の
幹
部
会
の
議
式
的
な
会
合
は
お
ろ
か
、

幹
部
会
の
実
質
的
な
会
議
も
か
な
り
、

レ
ジ
ネ
フ
の
ソ
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
南
山
法
学
第
三
号
第
一
号
の
拙
稿
で
触
れ
て
い
る
の
で
ζ
ζ

で
は
省

略
す
る
。
)



ク
ズ
、
ネ
ツ
ォ
フ
は
元
来
一
九
三
三
年
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
冶
金
学
の
修
士
号
を
取
得
し
た
ほ
ど
の
工
学
者
で
あ
る
が
、

ソ
連
政
府
内
で

の
外
交
業
務
の
経
験
が
長
か
っ
た
せ
い
か
、

一
般
に
は
、
生
え
抜
き
の
外
交
官
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
、

ア
メ
リ
カ
・
中
国
専
門
家
と
し

て
も
知
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
八
年
一
一
月
二
七
日
の
中
央
委
総
会
で
政
治
局
員
候
補
に
任
命
さ
れ
た
シ
ュ
ワ
ナ

l
ゼ
は
、

一
九
七
二
年
更
送
さ
れ
た
グ
ル
ジ

ヤ
共
和
国
党
委
第
一
書
記
ム
ジ
ャ
ワ

l
ゼ
の
後
継
者
と
し
て
そ
の
功
績
が
認
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

シ
ュ
ワ
ナ

l
ゼ
の
経
歴
を
み
る

と

一
九
四
六
年
か
ら
一
九
六
一
年
の
間
コ
ム
ソ
モ
ル
で
の
活
躍
は
シ
ェ
レ

l
ピ
ン
に
よ
る
後
押
し
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の

後
の
グ
ル
ジ
ア
政
府
機
関
で
の
活
躍
は
、
現
在
連
邦
政
府
で
内
務
相
を
務
め
て
い
る
シ
ュ
チ
ェ
ロ
コ
フ
(
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
子
分
)
に
よ
る

と
こ
ろ
が
多
く
、
と
く
に
一
九
六
六
年
以
来
シ
ュ
チ
ェ
ロ
コ
フ
と
の
関
係
が
緊
密
に
な
り
、
彼
の
ク
リ
エ
ン
ト
(
子
分
)
と
し
て
の
動
向

が
う
か
が
え
る
。

ソ連外交政策決定過程における諸要因同

キ
セ
リ
ョ
フ
は
、
最
近
政
治
局
員
に
抜
て
き
さ
れ
た
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
と
同
じ
、

れ
た
。
キ
セ
リ
ョ
フ
は
そ
れ
ま
で
、
連
邦
閣
僚
会
議
副
議
長
を
務
め
て
い
た
が
、
同
年
一

O
月
四
日
交
通
事
故
死
し
た
マ
シ
エ
ロ
フ
の
後

一
九
八

O
年
一

O
月
二
一
日
の
中
央
委
総
会
で
任
命
さ

任
と
し
て
白
ロ
シ
ア
共
和
国
党
委
第
一
書
記
に
昇
格
し
、
同
時
に
政
治
局
員
候
補
に
選
出
さ
れ
た
。
キ
セ
リ
ョ
フ
は
、
過
去
白
ロ
シ
ア
共

和
国
党
・
政
府
機
関
で
指
導
的
地
位
に
就
い
て
お
り
、
ま
た
彼
の
行
政
能
力
は
抜
群
と
い
わ
れ
て
お
り
、
彼
の
昇
格
は
と
く
自
然
の
昇
格

で
あ
ろ
う
。
彼
は
政
治
局
で
准
一
の
白
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
追
放
直
後
の
指
導
体
制
は
多
数
派

閥
の
連
合
体
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
「
ド
ニ
エ
プ
ロ
ぺ
ト
ロ
フ
ス
ク
・
グ
ル
ー
プ
」
を
中
核
と
す
る
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
脈
や
、
白
ロ
シ
ア
「
パ

ル
チ
ザ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」
の
パ
ノ
マ
レ
ン
コ
系
人
脈
(
マ
ズ
ロ
フ
ら
)
や
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ハ
リ
コ
フ
系
人
脈
(
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
ら
)
や
、

ブ
レ
ジ
、
不
フ
の
体
制
下
の
政
治
局
の
構
成
は
以
上
の
よ
う
に
変
佑
し
て
い
っ
た
が
、

ス
l
ス
ロ
フ
系
人
脈
や
、

レ
ニ
ン
グ
ラ
ー
ド
の
コ
ズ
ロ
フ
系
人
脈
(
コ
ス
イ
ギ
ン
ら
)
が
あ
っ
た
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
安
定
し
た
政
策
と
人

9 

事
(
と
く
に
中
堅
指
導
層
に
対
す
る
)
で
、
ま
た
最
高
会
議
の
機
能
を
微
妙
に
、
そ
し
て
巧
妙
に
動
か
し
、
中
央
国
家
行
政
機
関
の
権
能
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を
ゆ
っ
く
り
漸
進
的
に
削
減
し
党
機
聞
に
移
動
し
た
。
こ
れ
に
伴
い
、
体
制
を
多
数
派
連
合
体
か
ら
少
数
派
連
合
体
に
、
そ
し
て
ド
ニ
ェ

プ
ロ
ぺ
ト
ロ
フ
ス
ク
を
中
心
と
し
た
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
ク
リ
エ
ン
ト
(
子
分
)
を
党
お
よ
び
行
政
機
関
の
重
要
な
地
位
に
徐
々
に
就
か
せ
る

る
よ
う
に
、

こ
と
が
で
き
、
ブ
レ
ジ
、
不
フ
自
身
の
指
導
権
は
一
層
強
化
さ
れ
た
。
し
か
し
、
最
近
の
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
の
政
治
局
正
委
員
選
出
で
も
わ
か

ス
!
ス
ロ
フ
派
も
か
な
り
進
出
し
て
お
り
、
今
後
の
ブ
レ
ジ
ネ
フ
派
と
ス

l
ス
ロ
フ
派
と
の
連
合
体
制
の
去
就
が
注
目
さ
れ

こ
の
集
団
指
導
体
制
は
ブ
レ
ジ
、
ネ
フ
の
将
来
の
専
制
政
治
へ
の
比
較
的
長
い
過
渡
期
の
体
制
と
も
い
え
る
が
、

現
実
と
な
っ
た
「
老
人
支
配
」
体
制
(
一
九
八
一
年
一

O
月
現
在
の
政
治
局
正
委
員
の
平
均
年
齢
は
ほ
ぼ
七

O
才
)
は
生
物
学
的
理
由
民

る

一
般
的
観
察
で
は
、

よ
り
、
意
外
に
早
く
崩
壊
す
る
可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

(b) 

中
央
委
員
会
書
記
局

中
央
委
員
会
に
は
こ

O
以
上
の
部
局
が
あ
る
と
さ
れ
、
重
要
な
部
局
は
書
記
局
書
記
が
兼
務
し
て
い
る
。
部
局
の
機
能
に
つ
い
て
は
外

部
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
政
治
局
の
補
助
機
関
と
し
て
、
そ
の
意
思
決
定
に
必
要
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
一
機
関
で
あ
る
、

と
一
応
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
書
記
局
の
主
な
業
務
は
党
幹
部
の
任
命
や
決
議
文
の
検
証
、
そ
し
て
部
局
の
運
営
を
日
々
監
督
し
て
い
る
機

関
と
さ
れ
て
い
る
。
書
記
の
な
か
に
は
、
政
治
局
正
委
員
お
よ
び
候
補
が
お
り
、
い
わ
ば
、
党
の
最
高
指
導
者
の
集
合
体
が
こ
の
書
記
局

で
あ
る
。
し
か
し
、
書
記
の
数
や
政
治
局
員
兼
務
の
書
記
の
数
、
そ
れ
に
書
記
局
自
体
の
機
能
も
、
政
治
舞
台
の
中
心
が
変
る
ご
と
に
、

過
去
何
度
も
変
っ
た
。

第
二
六
回
党
大
会
(
一
九
八
一
年
二
月
)
で
は
、
政
治
局
同
様
、
書
記
局
の
構
成
員
の
顔
ぶ
れ
に
な
ん
ら
変
化
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。

更
迭
の
全
く
な
い
指
導
体
制
は
そ
の
安
定
性
を
示
し
て
い
る
一
方
、
更
迭
で
き
な
い
ほ
ど
、
指
導
部
内
で
の
権
力
均
衡
が
微
妙
で
あ
る
乙

と
を
暗
に
示
し
て
い
る
。
人
事
更
迭
に
関
す
る
限
り
変
化
の
な
い
党
大
会
で
は
あ
っ
た
が
、
書
記
局
の
構
成
員
の
名
が
、

A
B
C順
で
は

な
く
、
明
ら
か
に
地
位
順
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
(
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、
ス

l
ス
ロ
フ
、
キ
リ
レ
ン
コ
、
チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
、
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
、

ポ
ノ
マ
リ
ョ
フ
、

カ
ピ
ト
ノ
フ
、
ド
ル
ギ

i
フ
、
ジ
ミ
ャ

l
ニ
ン
、

ル
サ
コ
フ
の
順
)
の
は
意
外
で
あ
っ
た
。



来
年
十
一
月
で
八

O
才
に
な
る
ス

l
ス
ロ
フ
は
、
ス
タ
ー
リ
ン
独
裁
下
の
書
記
局
の
唯
一
の
生
き
残
り
で
あ
る
。
彼
は
、
同
じ
政
治
局

内
の
老
兵
ぺ
ル
シ
ェ
と
は
異
な
り
、
指
導
部
内
で
の
実
力
者
と
し
て
、
今
な
お
健
在
で
あ
り
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

l
ニ
ン
主
義
正
統
派
の
熱

烈
な
信
奉
者
と
し
て
内
外
と
も
に
知
ら
れ
て
い
る
。
前
述
し
た
勢
力
均
衡
の
微
妙
さ
と
い
う
の
は
、
現
時
点
で
は
、
主
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人

脈
と
ス

1
ス
ロ
フ
人
脈
の
関
係
を
さ
す
。

キ
リ
レ
ン
コ
と
チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
脈
の
な
か
で
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
最
有
力
後
継
者
と
み
な
さ
れ
て
い
る
二
人
で
あ
る
。

キ
リ
レ
ン
コ
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
長
年
の
側
近
(
ザ
ポ
ロ
ジ
ェ
時
代
の
第
二
書
記
、

そ
し
て
ド
ニ
エ
プ
ロ
時
代
の
彼
の
後
継
者
)

で
も
あ

り
、
党
と
経
済
行
政
で
の
幅
広
い
経
験
を
積
ん
で
い
る
。
キ
リ
レ
ン
コ
は
党
幹
部
の
更
迭
に
関
す
る
問
題
を
担
当
し
て
い
る
た
め
、
事
実

上
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
脈
の
指
揮
に
当
た
る
ほ
ど
独
自
の
パ
ワ

1
・
ベ
ー
ス
を
築
き
上
げ
て
い
る
。

チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
は
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
モ
ル
ダ
ピ
ア
共
和
国
党
委
第
一
書
記
(
一
九
五

O

|

一
九
五
二
)
で
あ
っ
た
こ
ろ
、
同
共
和
国

ソ連外交政策決定過程における諸要因仁)

党
中
央
委
宣
伝
・
扇
動
部
局
長
(
一
九
四
八

l
一
九
五
六
)
を
務
め
て
お
り
、
前
述
し
た
よ
う
に
一
九
五
六
年
に
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
斡
旋

で
連
邦
党
中
央
委
へ
転
じ
、
一
九
六

O
年
に
ブ
レ
ジ
、
不
フ
が
連
邦
最
高
会
議
幹
部
会
議
長
に
任
命
さ
れ
た
時
、
チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
は
ブ
レ

ジ
ネ
フ
の
事
務
局
長
に
任
命
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
パ
ワ

l
・
ベ

l
ス
は
、

そ
の
も
の
が
彼
の
パ
ワ

l
・
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
。

キ
リ
レ
ン
コ
と
異
な
り
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
政
治
生
命

最
年
少
の
ゴ
ル
パ
チ
ェ
フ
は
、
早
く
も
書
記
局
内
の
ラ
ン
キ
ン
グ
第
四
位
と
急
上
昇
し
、

キ
リ
レ
ン
コ
や
チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
ら
と
の
ム
寸

後
の
政
治
的
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

11 

一
九
一
ニ

O
年
以
来
世
界
共
産
主
義
運
動
に
関
与
し
、
そ
の
方

面
の
経
験
で
は
党
内
第
一
人
者
で
あ
る
。
す
で
に
二

O
年
余
も
中
央
委
国
際
部
局
長
お
よ
び
書
記
を
務
め
て
い
る
が
、
政
治
局
員
候
補
ど

ま
り
で
政
治
局
正
委
員
に
昇
格
さ
れ
る
見
込
み
は
あ
ま
り
な
い
。
ス

l
ス
ロ
フ
人
脈
が
強
化
さ
れ
て
い
る
際
、
ス

l
ス
ロ
フ
を
パ
ト
ロ
ン

と
す
る
ポ
ノ
マ
リ
ョ
フ
は
、
当
然
、
彼
の
昇
格
が
期
待
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
彼
の
高
齢
(
一
九

O
五
年
生
)
と
彼
の
専
門
領
域

ポ
ノ
マ
リ
ョ
フ
は
長
年
ス

l
ス
ロ
フ
の
代
役
的
存
在
を
務
め
て
い
る
が
、
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が
ス

l
ス
ロ
フ
と
重
複
し
て
い
る
た
め
最
高
指
導
者
の
仲
間
入
り
は
見
送
ら
れ
て
い
る
。
ポ
ノ
マ
リ
ョ
フ
の
政
治
行
動
は
ス

l
ス
ロ
フ
と

同
調
的
行
動
を
過
去
と
っ
て
お
り
、

一
般
に
タ
カ
派
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。

カ
ピ
卜
ノ
フ
の
政
治
的
出
世
は
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
に
負
う
と
こ
ろ
大
き
い
が
、

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
の
全
盛
期
の
頃
収
賄
の
疑
い
で
失
脚
さ
せ

ら
れ
、
そ
の
後
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
の
も
と
で
再
び
政
治
的
日
の
目
を
見
、

一
九
六
五
年
以
来
中
央
委
党
組
織
活
動
部
局
長
お
よ
び
書
記
を

務
め
て
い
る
。
彼
の
モ
ス
ク
ワ
市
党
委
時
代
か
ら
グ
リ
シ
ン
、
デ
ミ
チ
エ
フ
を
輩
下
に
し
、

ス
l
ス
ロ
フ
と
緊
密
な
関
係
を
保
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

ド
ル
ギ

l
ヲ
は
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
州
を
中
心
に
育
っ
た
党
幹
部
で
有
能
な
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
ド
ル
ギ

1
フ

一
九
七
二
年
中
央
委
書
記
に
任
命
さ
れ
る
直
前
は
、
ク
ラ
ス
ノ
ヤ
ル
ス
ク
州
党
委
第
一
書
記
を
務
め
て
い
た
。
こ
の
州
で
最
高
指
導

者
に
つ
く
ζ
と
が
で
き
た
の
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
に
よ
る
後
押
し
が
あ
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
一
九
七
六
年
以
降
書
記
の
ほ
か
に
重
工
業
部

は局
長
も
務
め
て
い
る
が
最
近
で
は
軍
事
産
業
の
監
督
も
し
て
い
る
も
よ
う
で
あ
る
。

乙
れ
は
、

ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
一
九
五

0
年
代
後
半
書

記
を
し
て
い
た
頃
、
重
工
業
お
よ
び
軍
事
工
業
を
監
督
し
て
い
た
頃
の
監
督
パ
タ
ー
ン
に
暫
定
的
に
し
ろ
戻
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
九
六

0
年
代
中
聞
か
ら
一
九
七

O
年
を
通
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
書
記
が
乙
れ
ら
工
業
の
監
督
に
あ
た
っ
て
い
た
。
軍
事
工

業
で
は
そ
の
問
、
ウ
ス
チ

l
ノ
フ
が
そ
の
専
従
の
書
記
に
、
そ
し
て
彼
の
後
継
と
し
て
リ
ヤ
ボ
フ
が
務
め
た
。
ウ
ス
チ

1
ノ
フ
は
一
九
七

し
か
し
、

六
年
防
衛
大
臣
に
任
命
さ
れ
、

リ
ャ
ボ
フ
は
一
九
七
九
年
国
家
計
画
経
済
省
第
一
副
議
長
に
就
任
し
て
い
る
。

一
九
七
九
年
四
月
一
七
日

書
記
を
解
任
さ
れ
た
リ
ヤ
ボ
フ
は
、

ス
ペ
ル
ド
ロ
フ
州
第
一
書
記
か
ら
抜
て
き
さ
れ
て
お
り
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
腹
心
キ
リ
レ
ン
コ
と
脈
絡

が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
キ
リ
レ
ン
コ
が
同
州
党
委
第
一
書
記
(
一
九
五
五
一
九
六
二
)
を
務
め
て
い
た
頃
、
リ
ヤ
ボ
フ
は
同
州
の

某
区
党
委
第
一
書
記
を
務
め
て
お
り
、
同
州
内
の
党
機
関
で
昇
格
し
て
き
た
ア
パ
ラ
チ
キ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
リ
ヤ
ボ
フ
の
政
府
機

関
へ
の
降
格
は
キ
リ
レ
ン
コ
の
政
治
的
立
場
を
弱
め
る
一
材
料
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
今
後
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
以
降
の
指
導
者
争

い
に
ど
ん
な
影
響
を
お
よ
ぼ
す
か
い
ま
の
と
こ
ろ
予
測
が
つ
き
か
ね
る
。
し
か
し
、
リ
ヤ
ボ
フ
の
後
任
者
と
し
て
軍
事
工
業
専
従
の
書
記



が
い
ま
だ
に
決
ま
ら
な
い
ζ

と
か
ら
察
す
る
と
、

こ
と
で
も
最
高
指
導
者
間
の
微
妙
な
駆
け
引
き
が
伺
え
る
。

前
「
プ
ラ
ウ
ダ
」
編
集
長
、
ジ
ミ
ャ

1
ニ
ン
は
、
す
で
に
引
退
し
た

P
・
K
・
ポ
ノ
マ
レ
ン
コ
の
、
俗
に
白
ロ
シ
ア
「
パ
ル
チ
ザ
ン
・

グ
ル
ー
プ
」
と
い
わ
れ
て
い
る
一
味
に
属
し
て
い
る
。

「
パ
ル
チ
ザ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」

で
あ
っ
た

K
・
T
-
マ
ズ
ロ
フ
の
後
押
し

同
じ

で
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
腹
心
チ
ェ
ル
ニ
ェ
ン
コ
と
の
か
ね
あ
い
で
一
九
七
六
年
三
月
中
央
委
総
会
で
任
命
さ
れ
た
。
ジ
ミ
ャ

l
ニ
ン
の
最
近

の
政
治
的
立
場
で
あ
る
が
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
、
過
去
二
・
三
年
来
、
と
く
に
党
の
宣
伝
機
関
お
よ
び
そ
れ
に
関
連
し
た
党
機
関
の
効
果
の

な
い
活
動
ぶ
り
を
強
く
非
難
し
て
い
る
。
事
実
一
九
七
九
年
一
一
月
二
七
日
の
中
央
委
総
会
で
は
、
党
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
活
動
を
改
善
す

る
た
め
、
新
し
い
特
別
委
員
会
を
政
治
局
に
設
置
し
た
と
発
表
し
た
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
は
党
内
で
一
番
の
理
論
家
と
し
て
通
っ
て
い

る
ス

l
ス
ロ
フ
の
領
域
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、

乙
の
問
題
に
つ
き
ブ
レ
ジ
ネ
フ
自
身
か
ら
強
い
非
難
の
声
を
聞
く
こ
と
は
過
去
ほ
と

ん
ど
な
か
っ
た
。
ス
!
ス
ロ
フ
派
の
最
近
の
急
進
出
か
ら
察
す
れ
ば
、

ス
1
ス
ロ
フ
自
身
が
党
機
関
の
活
動
ぶ
り
に
不
満
を
抱
き
、
ま
た

ソ連外交政策決定過程における諸記因伺

こ
の
新
し
く
設
置
さ
れ
た
特
別
委
員
会
の
議
長
と
し
て
ス

l
ス
ロ
フ
自
ら
が
そ
の
対
策
に
講
じ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の
場
合
ブ
レ

ジ
ネ
フ
の
非
難
の
矛
先
は
ほ
か
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
党
中
央
委
に
は
現
在
こ
の
間
題
に
関
係
を
も
っ
二
つ
の
部
局
が
あ
り
、

一
つ
は
宣

伝
部
で
そ
の
局
長
に

E
・
M
-
タ
ャ
ゼ
ル
ニ
コ
フ
が
あ
り
、

そ
の
二
つ
自
は
国
際
情
報
部
で
そ
の
局
長
に

L
-
M
-
ザ
ミ
ャ

i
チ
ン
が
務

め
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
と
も
局
長
に
任
命
さ
れ
て
か
ら
日
が
浅
く
(
タ
ャ
ゼ
ル
ニ
コ
フ
は
一
九
七
七
年
五
月
就
任
、
ザ
ミ
ャ

l
チ
ン

ま
た
両
者
と
も
ブ
レ
ジ
、
不
フ
の
ク
リ
エ
ン
ト
(
子
分
)
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
非
難
の

は
一
九
七
八
年
二
月
就
任
)
、

矛
先
は
こ
の
二
人
で
は
な
く
、
現
在
こ
の
二
つ
の
部
局
の
運
営
や
政
策
に
関
与
し
て
い
る
中
央
委
書
記
局
書
記
、
ジ
ミ
ャ

l
ニ
ン
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
ジ
ミ
ャ

l
ニ
ン
と
緊
密
な
関
係
が
あ
っ
た
マ
ズ
ロ
フ
と
マ
シ
エ
ロ
フ
が
最
高
指
導
部
か
ら
去
っ
た
今
、
彼
の
政
治
的
立

場
を
強
力
に
擁
護
で
き
る
パ
ト
ロ
ン
が
不
在
で
あ
り
、
近
い
将
来
の
彼
の
行
く
末
が
案
じ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
書
記
に
就
任
す
る
以
前
か

ら
ス

l
ス
ロ
フ
と
も
親
交
を
深
め
て
お
り
、
ま
た
政
策
路
線
と
し
て
の
彼
の
過
去
の
傾
向
は
闘
争
的
な
保
守
派
と
し
て
知
ら
れ
、

そ
れ
に

13 

派
閥
聞
の
均
衡
が
微
妙
な
時
期
だ
け
に
彼
の
去
就
が
予
測
で
き
に
く
い
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
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最
後
に
ル
サ
コ
フ
で
あ
る
が
、
彼
も
現
在
ブ
レ
ジ
ネ
フ
に
最
も
近
い
補
佐
役
兼
顧
問
の
一
人
で
あ
る
。

ま
で
中
国
問
題
専
門
家
と
し
て
、
書
記
長
の
補
佐
を
務
め
て
い
た
。
し
か
し
、

一
九
七
二
年
か
ら
一
九
七
七
年

一
九
六

O
年
か
ら
一
九
六
七
ま
で
、
党
中
央
委
社
会
主
義

国
党
連
絡
部
で
は
、

ル
サ
コ
フ
の
直
接
の
上
司
が
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
(
ル
サ
コ
フ
は
乙
の
聞
駐
モ
ン
ゴ
リ
ア
大
使
を
二
年
ほ
ど
務
め
た
が
)

で
あ
っ
た
た
め
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
と
も
人
脈
的
な
つ
な
が
り
に
発
展
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
九
七
七
年
三
月
こ
の
方
面
で
能
力
を
一
示
す

ζ

と
が
で
き
な
か
っ
た
カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
の
後
任
と
し
て
、
多
分
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、

ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
両
指
導
者
に
推
さ
れ
て
選
出
さ
れ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。

(c) 

閣
僚
会
議
幹
部
会
〉

閣
僚
会
議
の
構
成
員
は
一

O
O名
以
上
と
い
い
つ
大
家
族
、
そ
し
て
四
半
期
に
一
回
し
か
会
議
が
催
さ
れ
な
い
の
で
、
閣
僚
会
議
の
常
設

機
関
と
な
っ
て
い
る
同
幹
部
会
が
、
重
要
な
国
家
行
政
の
意
思
決
定
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
同
幹
部
会
の
会
議
は
中
央
委
政
治
局
と
同
様
、

毎
週
一
回
開
催
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
、
合
議
制
で
行
わ
れ
て
い
る
。
各
副
議
長
は
、
自
分
の
受
持
ち
行
政
省
庁
や
機
関
の
活
動
を
調
整

し
、
閣
僚
会
議
の
名
の
も
と
に
自
己
の
権
限
の
範
囲
内
で
命
令
合
同
町
宮
ミ

g
E巳
可
白
)
を
発
す
る
ζ

と
が
で
き
る
。

し
か
し
、

閣
僚
会

議
お
よ
び
閥
幹
部
会
の
法
律
上
の
権
限
を
事
実
上
の
も
の
と
み
な
す
の
は
誤
り
で
あ
る
。
外
務
、
保
安
、
国
防
等
に
関
し
て
は
、
閣
僚
会

議
お
よ
び
同
幹
部
会
は
経
常
的
な
業
務
だ
け
に
と
ど
ま
り
、
乙
れ
ら
重
要
な
意
思
決
定
は
中
央
委
政
治
局
に
委
ね
て
い
る
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
央
委
政
治
局
は
、
日
本
の
場
合
内
閣
に
相
当
し
、
各
種
の
補
助
機
闘
が
必
要
と
な
る
。
閣
僚
会
議
幹
部
会
は
、

つ
ま
り
、
経
済
、
教
育
、
社
会
福
祉
の
部
門
で
、
事
実
上
の
最
高
執
行
機
関
で
あ
る
政
治
局
の
一
種
の
常
任
委
員
会
の
役
割
を
演
じ
て
い

る
。
こ
の
観
点
か
ら
み
る
と
、
グ
ロ
ム
イ
コ
の
外
務
省
、
ウ
ス
チ
l
ノ
フ
の
国
防
省
、
ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
の
保
安
委
員
会
な
ど
(
こ
の
三
者

は
閣
僚
会
議
幹
部
会
の
構
成
員
と
な
っ
て
い
な
い
)
も
政
治
局
の
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
常
任
委
員
と
み
ら
れ
る
が
、
政
治
局
の
構
成
や
政

治
舞
台
の
変
化
に
よ
っ
て
、
常
任
委
員
会
的
な
こ
の
種
の
機
関
や
内
容
が
変
っ
て
く
る
。

現
在
、
閣
僚
会
議
幹
部
会
の
構
成
員
は
十
五
名
で
あ
る
(
第
三
表
参
照
)
。

連
邦
閣
僚
会
議
の
構
成
員
で
あ
る
共
和
国
閣
僚
会
議
の
常



任
代
表
は
幹
部
会
の
構
成
員
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。
コ
ス
イ
ギ
ン
閣
僚
会
議
前
議
長
も
こ
の
点
を
懸
念
し
て
か
、
閣
僚
会
議
法
が
採
択
さ

れ
る
際
、
「
中
央
機
関
と
地
方
機
関
の
連
結
を
強
化
」
す
る
必
要
性
を
説
い
た
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
追
放
当
時
は
現
在
よ
り
三
名
少
な
い
十
二
名
の
構
成
員
か
ら
な
っ
て
い
た
が
、

ま
っ
て
い
る
の
は
チ

l
ホ
ノ
フ
、
ド
ム
シ
ツ
、
ノ
ピ
コ
フ

I
・
T
、
ス
ミ
ル
ノ
フ
、
バ
イ
パ
コ
フ
の
五
人
で
あ
る
。

一
九
六
五
年
以
来
そ
の
構
成
員
に
と
ど

一
番
大
き
な
人
事
奥

動
は
議
長
と
第
一
副
議
長
の
交
代
で
あ
る
。
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ
ー
が
一
九
七
三
年
二
月
、
農
業
不
振
の
責
任
を
問
わ
れ
第
一
副
議
長
か
ら
農

業
相
に
格
下
げ
さ
れ
て
か
ら
、

一
九
七
八
年
一
一
月
二
八
日
、

マ
ズ
ロ
フ
第
一
副
議
長
も
病
気
の
理
由
で
解
任
さ
れ
た
。

マ
ズ
ロ
フ
は
、

一
九
六
五
年
三
月
以
来
第
一
副
議
長
と
し
て
工
業
、
教
育
、
社
会
福
祉
を
担
当
、
当
時
農
業
担
当
の
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ

l
第
一
議
長
と
並
ん

で
い
た
が
、
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ
ー
が
格
下
げ
さ
れ
て
か
ら
、

一
九
七
六
年
九
月
チ

l
ホ
ノ
フ
が
第
一
副
議
長
に
な
る
ま
で
、

た
だ
一
人
の
第

一
副
議
長
と
し
て
コ
ス
イ
ギ
ン
議
長
を
補
佐
し
て
い
た
。

ソ連外交政策決定過程における諸記因(斗

一
九
七
八
年
一
二
月
五
日
、

い
わ
ば
マ
ズ
ロ
フ
の
後
継
者
と
し
て
任
命
さ
れ
た
新
制
議
長
キ
セ
リ
ョ
フ
は
、
白
ロ
シ
ア
人
で
、
自
ロ
シ

ア
共
和
国
閣
僚
会
議
議
長
を
務
め
て
い
た
。
し
か
し
、
彼
は
マ
ズ
ロ
フ
の
白
ロ
シ
ア
「
パ
ル
チ
ザ
ン
・
グ
ル
ー
プ
」
の
一
員
で
は
な
く
、

第
二
次
世
界
大
戦
中
は
、

ス
タ
ー
リ
ン
グ
ラ

l
ド
州
で
仕
え
て
い
た
と
い
う
。

一
時
は
、
も
し
キ
セ
リ
ョ
フ
が
第
一
副
議
長
に
昇
格
す
れ

マ
ズ
ロ
フ
失
脚
後
乱
れ
て
い
た
幹
部
会
の
伝
統
的
な
パ
タ
ー
ン
、

つ
ま
り
議
長
は
ロ
シ
ア
人
、
第
一
副
議
長
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
人
と
白

ばロ
シ
ア
人
、
が
復
活
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
が
、
結
果
と
し
て
は
、

チ
l
ホ
ノ
フ
が
コ
ス
イ
ギ
ン
の
後
任
を
務
め
、

チ
l
ホ
ノ
フ
の
後
任

に
ア
ル
キ
ポ
フ
が
な
り
、

キ
セ
リ
ョ
フ
が
臼
ロ
シ
ア
党
委
第
一
書
記
に
と
、

そ
れ
ぞ
れ
昇
格
し
た
。

一
九
八

O
年
一

O
月
二
三
日
チ

l
ホ
ノ
フ
は
、
病
弱
の
理
由
で
引
退
し
た
コ
ス
イ
ギ
ン
の
後
任
と
し
て
閣
僚
会
議
議
長
に
就
任
し
た
。

政
治
局
正
委
員
で
あ
る
チ

l
ホ
ノ
フ
が
コ
ス
イ
ギ
ン
の
後
継
者
と
な
る
こ
と
は
一
連
の
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
事
と
し
て
当
然
予
想
さ
れ
て
い

た
。
党
務
の
経
験
の
な
い
チ

l
ホ
ノ
フ
の
中
央
で
の
出
世
は
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
党
書
記
長
の
地
位
に
つ
い
た
一
九
六
四
年
以
降
で
、
ブ
レ

ジ
ネ
フ
と
政
治
運
命
を
と
も
に
し
て
い
る
。
チ

l
ホ
ノ
フ
は
一
九
六
五
年
一

O
月
副
議
長
の
一
人
と
し
て
就
任
し
て
以
来
、
東
・
西
両
ド

15 



ま
で
の
出
世
は
、

イ
ツ
国
と
の
経
済
関
係
を
担
当
し
、
両
国
と
の
経
済
交
渉
そ
の
他
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
で
こ
の
重
要
な
件
に
関
与
し
て
き
た
。
彼
の
こ
れ

一
見
万
事
ブ
レ
ジ
、
不
フ
の
筋
書
き
通
り
に
運
ん
で
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
彼
が
第
一
副
議
長
に
選
出
さ
れ
た
時
(
一

16 

九
七
六
年
九
月
)
も
ま
た
政
治
局
正
委
員
に
選
出
さ
れ
た
時
(
一
九
七
九
年
一
一
月
)
も
コ
ス
イ
ギ
ン
は
偶
然
に
も
病
床
に
つ
い
て
い
た

ζ

と
か
ら
察
す
れ
ば
、
コ
ス
イ
ギ
ン
の
抵
抗
が
か
な
り
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
チ

l
ホ
ノ
フ
も
ま
た
七
六
才
に
も
な
る
高
齢
で
あ

る。
ア
ル
キ
ポ
ロ
フ
は
一
九
七
四
年
に
副
議
長
に
就
任
し
て
以
来
主
に
海
外
通
商
業
務
を
担
当
し
、
数
多
く
の
外
国
を
訪
門
し
、
ま
た
ブ
レ

ジ
ネ
フ
の
外
国
公
式
訪
門
な
ど
に
も
数
回
参
加
し
て
い
る
。
ア
ル
キ
ポ
フ
は
一
九
三

0
年
代
以
来
の
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
巻
顧
で
、
彼
の
選
出

は
明
ら
か
に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
事
で
あ
る
が
、
ア
ル
キ
ポ
フ
の
第
一
副
議
長
就
任
は
中
継
ぎ
の
印
象
が
強
い
。
過
去
、
マ
ズ
ロ
フ
、
ポ
リ
ャ

ン
ス
キ
l
、
コ
ス
イ
ギ
ン
な
ど
第
一
副
議
長
に
就
任
し
た
場
合
、
政
治
局
正
委
員
の
座
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
第
一
一
副
議
長
が
二
名

い
た
場
合
は
、
正
・
候
補
員
と
分
け
合
っ
て
ニ
名
と
も
政
治
局
員
と
な
っ
て
い
た
。
チ

l
ホ
ノ
フ
の
場
合
は
タ
イ
ミ
ン
グ
の
関
係
も
あ
っ

て
就
任
二
年
後
政
治
局
員
候
補
に
、
そ
し
て
わ
ず
か
そ
の
一
年
後
に
正
委
員
に
昇
格
し
た
が
、
ア
ル
キ
ポ
フ
の
場
合
は
、
就
任
後
ま
も
な

く
タ
イ
ミ
ン
グ
よ
く
行
わ
れ
た
第
二
六
回
党
大
会
で
は
、
当
然
彼
の
選
出
が
期
待
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
政
治
局
員
候
補
の
座
さ
え
も
与
え

ら
れ
な
か
っ
た
。
彼
が
政
治
局
正
委
員
に
選
出
さ
れ
た
場
合
は
、
当
然
チ

1
ホ
ノ
フ
の
後
継
者
と
み
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
彼
は
す
で

に
七
四
才
の
高
齢
で
も
あ
り
、
後
継
者
と
な
っ
た
と
し
て
も
長
期
の
在
任
は
期
待
で
き
な
い
。
た
だ
今
回
の
ア
ル
キ
ポ
フ
の
不
選
出
の
理

由
を
ど
ζ

に
求
め
て
よ
い
か
定
か
で
は
な
い
が
、
恐
ら
く
も
う
一
人
の
第
一
副
議
長
選
出
の
た
め
の
時
間
待
ち
か
、
ま
た
は
政
治
局
内
の

人
脈
聞
の
微
妙
な
権
力
均
衡
を
今
し
ば
ら
く
維
持
し
て
い
く
た
め
と
も
恩
わ
れ
る
。
し
か
し
、
ド
ニ
エ
プ
ロ
ぺ
ト
ロ
フ
ス
ク
派
に
つ
な
が

る
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
脈
で
閣
僚
会
議
の
正
・
副
(
第
一
)
議
長
が
占
め
ら
れ
た
の
が
現
実
と
な
っ
た
今
で
は
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
権
力
基
盤
が

一
層
堅
牢
な
も
の
と
な
っ
た
こ
と
は
疑
え
な
い
。

一
九
七

O
年
時
の
間
幹
部
会
員
で
一
九
七
六
年
ま
で
に
去
っ
て
い
っ
た
の
は
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ
l
と
エ
フ
レ
モ
フ
だ
け
で
、
ま
た
補
充
も



ア
ル
キ
ポ
フ
と
ヌ
リ
エ
フ
だ
け
(
第
2
表
参
照
)
と
い
う
比
較
的
安
定
し
た
構
成
で
あ
っ
た
。

カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
(
一
九
七
七
年
)
、
キ
セ
リ
ョ
フ
(
一
九
七
八
年
)
が
補
充
さ
れ
、

マ
ケ
1
ブ
(
同
年
一

O
月)、

一
九
七
五
年
以
降
、

マ
ル
ト
ウ
ノ
フ
(

九
七
六
年
)
、

一
九
八

O
年
に
入
っ
て
、

マ
ル
チ
ュ
ク

(
周
年
一
月
)
、

コ
ス
タ
ン
ド
フ
(
同
年
一
一
月
)
、

タ
ル
ジ
ン
(
周
年
一

O
月)、

ア
ン
ト
ノ
フ
(
同
年
一

二
月
)
、

ボ
ジ
ュ
ル
(
同
年
二
一
月
)
ら
が
補
充
さ
れ
た
。
同
幹
部
会
か
ら
の
更
迭
は
、

ま
ず
一
九
八

O
年
一
月
、

キ
リ
リ
ン
が
突
然
理

由
不
明
の
ま
ま
解
任
さ
れ
、
そ
し
て
周
年
一

O
月
コ
ス
イ
ギ
ン
の
引
退
に
伴
い
、

チ
l
ホ
ノ
フ
と
ア
ル
キ
ポ
フ
が
昇
格
し
、

レ
セ
チ
ュ
コ

(
同
年
一

O
月
)
と
ノ
ピ
コ
フ

V
-
N
(周
年
二
一
月
)
が
年
金
生
活
に
入
る
た
め
引
退
し
、

キ
セ
リ
ョ
フ
(
同
年
二
一
月
)
は
白
ロ
シ

ア
党
第
一
書
記
と
し
て
転
出
し
た
。
こ
れ
ら
一
連
の
同
幹
部
会
員
の
異
動
は
第
二
六
回
党
大
会
を
間
近
に
控
え
て
(
一
九
八
一
年
二
月
)
、

乙
の
人
事
異
動
の
た
め
同
幹
部
会
は
多
少
若
返
り
、
そ
れ
以
前
の
平
均
年
齢
七

そ
れ
へ
の
格
づ
け
と
の
関
連
で
な
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、

O
才
か
ら
六
五
才
に
下
が
っ
た
。

ソ連外交政策決定過程における諸記図的

キ
リ
リ
ン
の
後
任
と
な
っ
た
マ
ル
チ
ュ
ク
は
応
用
数
学
の
権
威
者
で
あ
る
が
、
政
府
機
関
で
の
行
政
経
験
は
あ
ま
り
な
い
。
マ
ル
チ
ュ

-Feo》

キ
リ
リ
ン
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
科
学
技
術
部
門
を
担
当
し
、
ま
た
科
学
技
術
国
家
委
委
員
長
を
兼
任
し
て
い
る
か
同
委
員

ク
は
、

会
の
第
一
お
よ
び
他
の
副
委
員
長
(
コ
ス
イ
ギ
ン
の
婿
グ
リ
シ
ャ
ニ
を
含
む
)
を
抑
え
て
の
マ
ル
チ
ュ
ク
の
選
出
は
、
政
府
指
導
部
の
職

務
に
関
連
あ
る
専
門
家
の
起
用
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
政
策
路
線
は
、
前
任
者
キ
リ
リ
ン
と
異
な
り
、
反
体
制
運
動

家
や
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
(
サ
ハ
ロ
フ
ら
)
を
公
に
攻
撃
し
て
い
た
ほ
ど
保
守
体
制
派
に
属
し
て
い
る
。

マ
ケ

l
ブ
は
キ
セ
リ
ョ
フ
の
後
任
と
し
て
選
出
さ
れ
、
前
任
者
同
様
軽
工
業
部
門
を
担
当
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
九
六
四
年
以

降
、
モ
ス
ク
ワ
市
を
中
心
と
し
た
党
務
の
経
験
が
あ
り
、
一
九
七
六
年
二
月
モ
ス
ク
ワ
市
党
委
の
指
導
部
に
加
わ
り
、
グ
リ
シ
ン
党
委
第

一
書
記
の
直
属
の
部
下
各
務
め
て
い
た
。
マ
ケ
l
ブ
は
二
ニ
人
い
る
副
議
長
の
な
か
で
最
年
少
の
五

O
才
で
あ
り
、
チ
l
ホ
ノ
フ
議
長
と

は
二
五
才
の
年
齢
の
開
き
が
あ
る
ζ

と
に
な
る
。

17 

マ
ケ
l
ブ
よ
り
二
日
遅
れ
て
選
出
さ
れ
た
ク
ル
ジ
ン
は
通
信
技
術
の
専
門
家
で
あ
り
、
ま
た
乙
の
部
門
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
と
し
て
知
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ら
れ
て
い
る
。
タ
ル
ジ
ン
・
が
選
出
さ
れ
た
臼
(
一
九
八

O
年
一

O
月
二
四
日
)
は
レ
セ
チ
ュ
コ
の
解
任
と
重
な
っ
て
い
る
た
め
、
タ
ル
ジ

ン
の
同
幹
部
会
で
の
担
当
部
門
は
コ
メ
コ
ン
問
題
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
実
際
は
、
一
九
七
七
年
三
月
、
す
で
に
レ
セ
チ
ュ
コ
か
ら
後
任

の
カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
に
コ
メ
コ
ン
の
ソ
連
常
任
代
表
と
幹
部
会
の
コ
メ
コ
ン
問
題
委
委
員
長
の
座
を
明
け
渡
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
タ
ル

レ
セ
チ
ュ
コ
の
引
退
を
機
会
に
、
カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
か
ら
引
き
継
い
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
も
し
こ
れ
が
事
実
と
す
れ
ば
、
カ
ト

ジ
ン
が
、

ウ
シ
ェ
フ
の
降
格
は
、

ネ
フ
人
事
で
州
第
一
書
記
か
ら
中
央
委
書
記
に
昇
格
し
た
カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
は
、
対
社
会
主
義
国
党
連
絡
部
長
と
し
て
も
、
必
要
な
外
交
能

一
九
七
七
年
三
月
書
記
局
か
ら
閣
僚
会
議
へ
の
降
格
に
次
ぐ
二
度
目
の
も
の
で
あ
る
。

一
九
六
八
年
四
月
ブ
レ
ジ

力
が
発
揮
で
き
ず
、
と
く
に
彼
の
不
播
的
な
性
格
か
ら
く
る
頑
な
態
度
が
不
評
を
買
い
、
外
交
折
衝
当
事
者
と
し
て
の
素
質
の
な
さ
を
露

呈
し
た
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
に
対
す
る
圧
力
を
か
わ
し
て
、
な
お
カ
ト
ウ
シ
ェ
フ
に
閣
僚
会
議
幹
部
会
員
の
座
を
与
え
た

が、

ζ

こ
で
も
彼
の
活
躍
が
期
待
で
き
ず
に
お
わ
り
、
し
た
が
っ
て
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
巻
顧
に
報
い
ら
れ
ず
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
も
、
こ
れ
で
カ

ト
ウ
シ
ェ
フ
に
見
切
り
を
つ
け
た
格
好
と
な
っ
た
。
タ
ル
ジ
ン
は
マ
ケ

l
ブ
同
様
比
較
的
若
く
現
在
五
一
才
で
あ
る
。

!
ア
ル
キ
ポ
フ
が
第
一
副
議
長
に
選
出
さ
れ
た
(
一
九
八
一
年
一

O
月
二
七
日
)
約
一
週
間
後
(
同
年
一
一
月
四
日
)
彼
の
後
任
と
し
て

ヨ
ス
タ
ン
ド
フ
が
副
議
長
に
選
出
さ
れ
た
。
コ
ス
タ
ン
ド
フ
は
化
学
工
業
部
門
で
長
い
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
経
験
が
あ
り
、
現
在
六
六
才

で
あ
る
。
ア
ン
ト
ノ
フ
は
電
子
工
業
部
門
で
、

コ
ス
タ
ン
ド
フ
同
様
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
の
経
験
が
あ
り
、
現
在
六
九
才
で
あ
る
。

コ
ス
タ

ン
ド
フ
、
ア
ン
ト
ノ
フ
両
者
は
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
、
キ
リ
レ
ン
コ
ら
か
ら
一
昨
年
来
数
回
彼
ら
の
監
督
省
庁
の
業
務
遂
行
状
態
に
つ
き
批
難

さ
れ
て
い
民
背
景
か
ら
、
最
高
指
導
部
の
唯
か
が
信
任
を
与
え
て
選
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
コ
ス
タ
ン
ド
フ
の
担
当
分
野
は
化
学

肥
料
生
産
と
密
接
な
関
係
に
あ
り
、
現
在
農
政
面
で
改
革
的
な
政
策
を
と
り
つ
つ
あ
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
書
記
に
つ
な
が
る
ス
1

ス
ロ
フ
派

ア
ン
ト
メ
フ
の
担
当
分
野
は
軍
事
工
業
と
関
連
し
て
お
り
、
彼
は
軍
産
複
合
体
派
と

に
買
わ
れ
て
の
抜
て
き
と
も
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、

も
い
う
べ
き
ス
ス
ロ
フ
、
グ
ロ
ム
イ
コ
、

ア
ン
ド
ロ
ポ
フ
ら
の
援
護
を
受
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

ボ
デ
ュ
ル
は
ア
ン
ト
メ
フ
と
岡
田
選
出
さ
れ
た
新
し
い
副
議
長
で
、

モ
ル
ダ
ピ
ア
党
委
第
一
書
記
か
ら
の
転
出
で
あ
る
。
ボ
デ
ュ
ル
は



も
と
も
と
農
政
専
門
家
で
あ
り
、
モ
ル
ダ
ビ
ア
共
和
国
で
は
一
九
七
三
年
以
来
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
あ
と
押
し
で
農
場
開
協
力
と
農
工
コ
ン
プ

レ
ッ
ク
ス
を
実
験
的
に
推
進
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
が
、
今
回
ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
事
で
選
出
さ
れ
た
ボ
デ

イ
パ
ト
ヴ
ォ
方
式
を
推
進
し
て
い
る
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
の
か
ね
あ
い
で
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
両
者
の
政
策
上
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る

た
め
の
人
事
と
理
解
で
き
る
。

ユ
ル
立
、
J
l
 

バ
イ
パ
コ
フ
は
一
九
六
五
年
以
来
国
家
経
済
計
画
委
委
員
長
を
務
め
て
い
る
が
、

工
業
の
技
術
的
近
代
化
に
強
い
関
心
を
示
し
て
い

た
。
政
策
路
線
と
し
て
は
経
済
改
革
派
で
、
デ
タ
ン
ト
、
軍
縮
、
消
費
生
産
増
大
の
唱
道
者
と
し
て
知
ら
れ
、

コ
ス
イ
ギ
ン
に
最
も
近
か

っ
た
。ヌ

リ
エ
フ
は
一
九
七
三
年
四
月
就
任
し
て
以
来
、
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ
l
の
後
任
と
し
て
農
業
問
題
を
担
当
し
て
き
た
。
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

ソ連外交政策決定過程における諸要因伺

的
官
僚
の
色
彩
が
濃
い
副
議
長
の
な
か
で
ヌ
リ
エ
フ
は
純
粋
な
党
ア
パ
ラ
チ
キ
で
あ
る
。
彼
は
ど
の
人
脈
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
か
定
か

で
は
な
い
が
、
担
当
業
務
と
の
関
係
で
、

一
九
七
八
年
七
月
一
七
日
病
死
し
た
ク
ラ
コ
フ
(
当
時
政
治
局
正
委
員
)
と
近
か
っ
た
と
思
わ

れ
る
。閣

僚
会
議
幹
部
会
は
、

ζ

の
補
助
機
関
と
し
て
常
任
委
員
会
、
臨
時
委
員
会
お
よ
び
そ
の
他
の
作
業
機
関
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

閣
僚
会
議
法
第
三

O
条
は
規
定
し
て
い
る
。
常
任
委
員
会
に
関
す
る
限
り
で
は
、
「
対
外
経
済
問
題
」
(
委
員
長
l
前
任
者

V
・
N
・
ノ
ピ

コ
フ
の
引
退
後
は
不
明
)
、

「
コ
メ
コ
ン
問
題
」

(
委
員
長
l
前
任
者

K
・
F
・
カ
ト
ウ
ヒ
ェ
フ
の
後
任
と
し
て

N
・

v
・
タ
ル
ヂ
ン
)
、

「
軍
需
産
業
」
(
委
員
長
|

L

・

v
・
ス
ミ
ル
ノ
フ
)
の
三
つ
の
委
員
会
が
既
に
存
在
し
て
い
る
。
同
会
議
法
が
採
択
き
れ
た
際
、

イ
ギ
ン
前
議
長
は
、
同
幹
部
会
常
任
庶
務

(
3
8
3
t百
三
〈
O

買
o
g
B
)
委
員
会
が
設
置
さ
れ
た
と
報
告
さ
れ
た
崎
、
同
幹
部
会
員

の
誰
が
委
員
長
を
し
て
い
る
か
明
ら
か
で
な
い
。

コ
ス

以
上
同
幹
部
会
の
構
成
員
お
よ
び
そ
の
異
動
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、
政
治
局
や
書
記
局
同
様
、

19 

一
九
七

O
年
来
、
人
脈
を
中
心
に

形
成
さ
れ
た
指
導
グ
ル
ー
プ
聞
の
バ
ラ
ン
ス
の
流
れ
や
個
々
人
脈
固
め
の
動
き
が
観
察
で
き
る
。
こ
れ
ら
党
・
政
府
指
導
部
の
構
成
は
、
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官
僚
政
治
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
政
策
決
定
過
程
の
土
俵
を
設
定
す
る
一
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

c
c、
中
堅
指
導
者
層

現
在
、
ソ
ビ
エ
ト
に
政
治
的
階
層
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
最
高
指
導
者
の
次
に
ラ
ン
ク
づ
け
出
来
る
党
ア
パ
ラ
チ
キ
は
州
党
委
第
一
書
記

で
あ
り
、
政
府
機
関
で
は
閣
僚
会
議
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。

(幼

州
党
委
第
一
書
記

州
党
委
第
一
書
記
は
名
実
と
も
に
そ
の
地
位
は
極
め
て
高
く
、
中
央
昇
進
へ
の
最
短
距
離
に
あ
る
。
中
央
の
政
治
舞
台
に
出
世
可
能
な

第
一
書
記
ほ
ど
、
次
か
ら
次
へ
と
重
要
な
州
へ
移
動
す
る
。
移
動
を
多
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
方
と
の
癒
着
を
回
避
で
き
る
が
、
も
と

も
と
、
州
党
委
第
一
書
記
は
中
央
の
代
表
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
。
州
党
委
第
一
書
記
の
一
番
重
要
な
役
割
は
州
内
で
の
利
害
関
係
の
調

整
、
中
央
や
共
和
国
の
意
思
決
定
機
関
お
よ
び
他
の
州
指
導
者
と
の
政
治
的
経
済
的
折
衝
で
、
つ
ま
り
パ
イ
プ
の
役
割
で
あ
出
。
ス
タ
ー

リ
ン
以
後
、
着
実
に
権
力
を
蓄
え
て
い
る
の
が
州
党
委
第
一
書
記
と
い
わ
れ
、
あ
る
観
察
者
は
か
れ
ら
を
「
少
さ
な
ス
タ
ー
リ
ン
」
と
さ

(
時
》

(mv

え
時
ん
で
い
る
。
事
実
、
外
交
政
策
に
つ
い
て
も
、
近
年
と
く
に
州
第
一
書
記
の
発
言
が
目
立
ち
、
州
党
委
第
一
書
記
の
政
治
的
地
位
の

向
上
と
と
も
に
、

コ
ン
セ
ン
サ
ス
・
フ
ォ

l
メ
イ
シ
ョ
ン
で
の
重
要
な
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
な
る
兆
候
を
示
し
て
い
る
。

〈
刊

M
V

州
党
委
第
一
書
記
と
い
っ
て
も
全
州
が
同
じ
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
ま
た
全
州
が
最
高
指
導
者
を
補
充
す
る
直
接
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
構
成
を
分
析
す
る
に
あ
た
り
、

ロ
シ
ア
共
和
国
内
の
州
、

つ
ま
り

sump-Q即
日
・
自
治
共
和
国
、

そ
れ
に
モ
ス
ク
ワ
市
を
加
え
、

治

o
E白
え
や
ロ
シ
ア
共
和
国
以
外
の
共
和
国
の

o
E白
色
や
宵
曲
目
を
あ
わ
せ
て
、

A
グ
ル
ー
プ
(
約
七
二
)
と
し
、

そ
の
他
の
州
、

つ
ま
り
、
ロ
シ
ア
共
和
国
お
よ
び
他
の
共
和
国
内
の
自

こ
れ
を

B
グ
ル
ー
プ
(
約
八
四
)
と
し
、
二
つ
に
大

別
で
き
る
と
思
う
。

A
グ
ル
ー
プ
の
州
は
ソ
連
共
産
党
委
直
属
の
州
で
あ
る
が
、

B
グ
ル
ー
プ

(
ロ
シ
ア
共
和
国
の
自
治

o
E悶え

を

除
く
)
の
そ
れ
は
共
和
国
共
産
党
委
配
下
に
あ
る
州
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、

B
グ
ル
ー
プ

(
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
白
ロ
シ
ア
の
第
一
書
記
を
除



き
)
か
ら
直
接
、
中
央
機
関
へ
昇
進
す
る
見
込
み
は
ま
ず
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、

A
グ
ル
ー
プ
の
ほ
と
ん
ど
の
州
党
委
第
一
書
記

は
中
央
委
の
正
委
員
か
候
補
に
選
出
さ
れ
て
い
る
。
現
在
A
グ
ル
ー
プ
で
選
出
さ
れ
て
い
な
い
州
は
、

い
わ
ば
辺
境
の
州
、

カ
ム
チ
ャ
ツ

カ
と
ム
ル
マ
ン
ス
ク
だ
け
で
あ
る
。
第
一
書
記
の
構
成
の
分
析
は
、
す
で
に
南
山
法
学
第
三
巻
第
二
号
で
触
れ
た
の
で
ζ

乙
で
は
そ
の
特

徴
だ
け
を
簡
潔
に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
州
党
委
第
一
書
記
の
年
齢
構
成
で
あ
る
が
、

A
-
B
両
グ
ル
ー
プ
と
も
老
齢
化
が
進
み
、
こ
れ
が
第
一
書
記
の
比
較
的
長
い
在

任
期
聞
に
も
反
映
し
て
い
付
。
し
か
し
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
が
党
中
央
委
書
記
長
に
就
任
し
て
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
の
人
事
移
動
率
を
み
る

と、

A
グ
ル
ー
プ
の
約
六
五
労
、

ζ

の
場
合
で
の
「
安
定

B
グ
ル
ー
プ
の
約
九
O
M
mと
、
そ
の
構
成
員
が
入
れ
替
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、

ソ連外交政策決定過程における諸要因伺

性
」
は
交
替
の
比
率
や
絶
対
数
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
補
充
の
内
容
に
あ
る
と
思
う
。
と
く
に
、
中
央
の
舞
台
と
直
結
し
て
い
る

A

グ
ル
ー
プ
で
の
補
充
方
法
は
、
出
来
る
だ
け
同
じ
州
で
の
補
充
に
つ
と
め
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
の
州
内
で
は
、
州
党
委
第
二
書
記

と
州
執
行
委
委
員
長
が
主
な
補
充
の
源
泉
と
な
っ
て
い
る
。
同
期
聞
に
解
任
さ
れ
た
書
記
の
五
一

Mmが
、
職
務
の
内
容
に
よ
り
必
ず
し
も

そ
の
全
部
が
昇
進
し
た
と
は
い
え
な
い
ま
で
も
、
中
央
機
関
に
移
っ
て
い
る
。
他
は
定
年
退
職
、
そ
れ
に
死
亡
が
解
任
の
理
由
に
な
っ
て

一五

O
の
州
党
組
織
判
一
一
つ
を
の
ぞ
き
、
す
べ
て
の
党
組
織

い
る
。
ま
た
、
第
二
六
回
党
大
会
に
向
け
て
行
わ
れ
た
州
党
協
議
会
で
は
、

が
そ
れ
ま
で
の
第
一
書
記
を
再
選
し
て
い
る
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
下
の
ス
タ
ピ
リ
ノ
ス
チ
・
カ
ド
ロ
フ
(
幹
部
の
安
定
)
と
ド
ブ
ュ
リ
ェ

・
カ
ド
ラ
ム
(
幹
部
の
信
頼
)
政
策
は
、
中
堅
幹
部
の
人
事
異
動
を
減
少
さ
せ
、
そ
れ
ぞ
れ
最
高
指
導
者
が
こ
れ
ら
の
中
堅
幹
部
職
を
自

分
の
人
脈
で
固
め
る
こ
と
ぞ
防
ぐ
と
い
う
、
フ
ル
シ
チ
ョ
フ
失
脚
後
の
最
高
指
導
者
聞
の
黙
約
が
基
盤
と
な
っ
て
立
て
ら
れ
た
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
州
党
委
第
一
書
記
の
重
要
な
政
治
的
地
位
と
彼
ら
の
強
烈
な
権
力
指
向
の
行
動
が
彼
ら
自
身
の
人
脈
を
形
成
す
る
足
場
と

州
が
な
っ
て
い
る
こ
と
に
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
成
立
後
も
そ
れ
以
前
も
変
り
は
な
い
。

閤

僚
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閣
僚
会
議
の
構
成
員
は
現
在
一
一

O
名
以
上
お
り
、
そ
の
多
く
が
中
央
委
正
委
員
か
候
補
で
あ
り
、
将
来
の
閣
僚
会
議
幹
部
会
員
の
人



材
源
と
な
っ
て
い
る
。
工
業
部
門
の
多
様
化
や
専
門
化
が
進
b
に
つ
れ
、
中
央
行
政
機
関
は
質
・
量
と
も
に
変
化
し
て
い
る
。

年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
、
国
家
委
員
会
が
省
に
格
上
げ
さ
れ
た
り
、
省
が
二
つ
に
分
か
れ
た
り
、
ま
っ
た
く
新
し
い
省
が
設
置
さ
れ
た

例
が
一
七
件
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
十
年
聞
に
全
構
成
員
(
た
だ
し
、
同
じ
構
成
員
で
あ
る
共
和
国
閣
僚
会
議
議
長
を
除
く
)
の
わ

ず
か
二
四
Mm
で
あ
り
、
最
高
指
導
者
聞
の
権
力
闘
争
や
機
構
の
大
編
成
が
な
い
限
り
、
構
成
員
の
回
転
率
は
低
く
、
非
常
に
安
定
し
て
い

22 

る

一
九
六
六

構

成

一
九
七
五
年
以
降
の
閣
僚
会
議
の
構
成
の
変
動
と
人
事
異
動
を
列
挙
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
信

一
九
七
六
年
八
月

一
九
七
八
年
三
月

一
九
七
八
年
七
月

一
九
七
八
年
八
月

一
九
七
九
年
二
一
月

一
九
八

O
年
一

O
月

一
九
八

O
年
一
一
月

一
九
八

O
年
二
一
月

一
九
八
一
年
六
月

一
九
八
一
年
七
月

人
事
異
動

従
来
の
「
労
働
、
賃
金
国
家
委
員
会
」
が
「
労
働
、
社
会
問
題
国
家
委
員
会
」
と
名
称
変
更
。

新
た
に
「
気
象
・
自
然
環
境
監
視
国
家
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
。

新
た
に
「
備
蓄
国
家
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ
る
。

閣
僚
会
議
法
に
よ
り
、
閣
僚
会
議
事
務
局
長
(
己
育
里
ぞ
弓

5
v
n
E
骨
E
E
)
は
閣
僚
会
議
の
構
成
に
入
る
。

新
た
に
極
東
・
ザ
パ
イ
カ
ル
地
域
建
設
省
が
設
置
さ
れ
る
。

木
材
・
木
材
加
工
工
業
省
と
パ
ル
プ
製
紙
工
業
省
が
統
合
さ
れ
、
新
た
に
木
材
・
紙
パ
ル
プ
・
木
材
加
工
工
業
省

が
設
置
さ
れ
る
。

化
学
工
業
省
を
化
学
工
業
省
と
化
学
肥
料
生
産
省
に
分
割
す
る
。

新
た
に
果
実
・
野
菜
経
済
省
が
設
置
さ
れ
る
。

新
た
に
石
油
製
品
確
保
国
家
委
員
会
が
設
置
さ
れ
る
。

鉱
工
業
保
安
監
督
国
家
委
員
会
が
閣
僚
会
議
の
構
成
に
入
る
。

(
一
九
七
五
年
五
月
i
一
九
八
一
年
一

O
月
)
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一
九
七
五
年
六
月

年
八
月

年
九
月

年

月

一
九
七
六
年
三
月

一
九
七
六
年
四
月

年
六
月

年
七
月

年
七
月

年
一

O
月

一
九
七
七
年
一
月

年

月

年
三
月

一
九
七
七
年
五
月

一
九
七
八
年
五
月

年
七
月

年
七
月

一
九
七
九
年
一
月

新
任
自
動
車
産
業
相
ポ
リ
ャ
コ
フ

V
・
N
、
前
任
者
タ
ラ
ソ
フ

A
・
M
(
死
亡
)

新
任
中
央
統
計
局
長
l
ボ
ロ
ダ
ル
ス
キ

1
L
・
M
、
前
任
者
|
ス
ク
ロ
フ
ス
キ

1
V
-
N
(定
年
退
職
)

新
任
通
信
相
タ
ル
ジ
ン

N
・
V
、
前
任
者
プ
ス
ル
ツ
ェ
フ

N
・
D
(定
年
退
職
)

新
任
地
質
相
コ
ズ
ロ
フ
ス
キ

1
E
・
A
、
前
任
者
シ
ド
レ
ン
コ

A
・
V
(
ソ
連
邦
学
士
院
副
総
長
に
任
命
)

新
任
農
業
相
|
メ
ス
ヤ
ッ
ツ

V
-
K
、
前
任
者
|
ポ
リ
ャ
ン
ス
キ

!
D
・
S
(駐
日
大
使
に
任
命
)

新
任
国
防
相
|
ウ
ス
チ
l
ノ
フ

D
・
F
、
前
任
者
|
グ
レ
チ
ュ
コ

A
・
A
(
死
亡
)

ド
ム
シ
ツ

V
-
E
-資
材
・
技
術
国
家
委
委
員
長
解
任
、
た
だ
し
閣
僚
会
議
幹
部
会
副
議
長
と
し
て
留
ま
る
。

新
任
労
働
、
賃
金
国
家
委
員
長
l
ロ
モ
ノ
ソ
フ

V
・
G
、
前
任
者
な
し
(
過
去
二
年
間
空
席
)

新
任
造
船
工
業
相
l
エ
ブ
ロ
フ

M
・
V
、
前
任
者
i
ブ
ト
マ

B
・
E
(
死
亡
)

新
任
国
立
銀
行
総
裁
|
ア
ル
キ
モ
フ

V
・

s、
前
任
者
|
ス
ベ
シ
ュ
ニ
コ
フ

M
-
N

新
任
鉄
道
相
パ
フ
ロ
フ
ス
キ

l
I
・
G
、
前
任
者
|
ベ
シ
チ
ェ
フ

B
・
p
(定
年
退
職
)

新
任
軽
工
業
、
食
品
工
業
、
日
用
器
具
用
機
械
製
作
相
|
プ
デ
コ
フ

I
・
I
、
前
任
者
i
ド
エ
ニ
ン

V
・
N
(
死

亡
)

新
任
石
油
工
業
相
|
マ
ル
ツ
ェ
フ

N
・
A
、
前
任
者
l
シ
ャ
シ
ン

V
・
D
(
死
亡
)

新
任
航
空
工
業
相
カ
ザ
コ
フ

V
・
A
、
前
任
者
|
デ
メ
ン
チ
ェ
フ

P
-
V
(
死
亡
)

新
任
気
象
、
自
然
環
境
監
視
国
家
委
委
員
長
|
イ
ス
ラ
エ
ル

m
・
A
局
長
か
ら
昇
格

新
任
備
蓄
国
家
委
委
員
長
i
コ
カ
レ
フ

A
・
A
局
長
か
ら
昇
格

ス
ミ
ル
ト
コ
フ

A
・
M
事
務
局
長
が
閣
僚
会
議
に
編
入

新
任
発
明
、
発
見
国
家
委
委
員
長
|
ナ
ヤ
シ
コ
フ

I
・

s、
前
任
者
|
マ
ク
サ
レ
フ
羽
・

E
(定
年
退
職
)
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同

年
同
月

同

年
同
月

一
九
七
九
年
二
月

一
九
七
九
年
四
月

一
九
七
九
年
二
一
月

一
九
八
O
年
一
月

一
九
八
O
年
九
月

一
九
八

O
年
一

O
月

一
九
八
O
年
一

O
月

一
九
八
O
年
一

O
月

一
九
八

O
年
一

O
月

一
九
八

O
年
一
一
月

一
九
八
O
年
一
一
月

一
九
八

O
年
二
一
月

一
九
八
O
年
一
一
一
月

一
九
八
O
年
二
一
月

一
九
八

O
年
一
一
一
月

新
任
建
設
資
材
工
業
相
|
ヤ

l
シ
ン

A
・
I
、
前
任
者

l
グ
リ
シ
ュ
マ
ノ
フ

I
(
死
亡
)

新
任
国
防
工
業
相
|
フ
ィ
ノ
ゲ
ノ
フ

P
、
前
任
者

l
ズ
ベ
リ
ョ
フ

S
(
死
亡
)

新
任
漁
業
相
|
カ
メ
ン
ツ
ェ
フ

V
・
M
、
前
任
者
l
イ
シ
コ
フ

A
(定
年
退
職
)

新
任
土
地
改
良
・
水
源
利
用
相
|
パ
シ
レ
フ

N
-
F、
前
任
者
|
ア
レ
ク
セ
イ
エ
フ
ス
キ

l
n
-
m
(死
亡
)

新
任
極
東
・
ザ
パ
イ
カ
ル
地
域
建
設
相
|
パ
シ
ロ
フ

S
・
V

新
任
科
学
技
術
国
家
委
委
員
長
|
マ
ル
チ
ュ
ク

G
・
I
、
前
任
者
|
キ
リ
リ
ン

V
・
A
(解
任
)

新
任
器
具
製
作
・
自
動
化
手
段
・
制
御
装
置
相
シ
ュ
カ
パ
ル
ド
ニ

M
・

s、
前
任
者
|
ル
ド
ネ
フ

T
(病
死
)

新
任
ト
ラ
ク
タ
ー
・
農
業
機
械
製
作
相
|
イ
ェ
ジ
ェ
フ
ス
キ

l
A
・
A
、
前
任
者
|
シ
ニ
イ
ツ
イ
ン
(
定
年
退
職
)

新
任
農
業
生
産
・
技
術
保
障
国
家
委
委
員
長
ヒ
ト
ル
ウ
ィ
ン

L
・
I
、
前
任
者
|
イ
ェ
ジ
ェ
フ
ス
キ
l
(
転
出
)

新
任
通
信
相
l
シ
ャ
ム
シ
ン

V
・
A
、
前
任
者
|
タ
ル
イ
ジ
ン

N
・
V
(閣
僚
会
議
副
議
長
に
昇
格
)

新
任
木
材
・
セ
ル
ロ

l
ズ
製
紙
・
木
材
加
工
工
業
相
|
シ
ャ
ラ
エ
フ

S
・
A
、
前
任
者
|
テ
ィ
モ
フ
ェ

1
エ
フ

N

-
B
、
ガ
ラ
ン
シ
ン

K
・
I
(両
者
定
年
退
職
)

新
任
化
学
工
業
相
|
リ
ス
ト
フ

V
・

v、
前
任
者
l
コ
ス
タ
ン
ド
フ

K
・
A
(閣
僚
会
議
副
議
長
に
昇
格
)

新
任
鉱
物
肥
料
生
産
相
J
ぺ
ト
リ
シ
ュ
チ
ェ
フ

A
・
G
、
前
任
者
|
コ
ス
タ
ン
ド
フ

L
-
A

新
任
果
実
・
野
菜
経
済
相
|
コ
ズ
ロ
フ

N
・
T

新
任
工
作
機
械
・
工
費
工
業
相
|
シ
ラ
エ
フ

I
・

s、
前
任
者
|
コ
ス
ト
ウ
ソ
フ

A
・
I
(定
年
退
職
)

前
任
者
|
ボ
セ
ロ
フ
白
・

S
(定
年
退

新
任
建
設
・
道
路
・
公
益
事
業
機
械
製
作
相
l
チ
ュ
デ
イ
ン

V
・
I
、

職新
任
電
気
技
術
工
業
相
|
マ
イ
オ
ル
ツ

A
・
I
、
前
任
者
|
ア
ン
ト
ノ
フ

A
-
K
(閣
僚
会
議
副
議
長
に
昇
格
)



一
九
八

O
年
二
一
月

一
九
八

O
年
ご
一
月

一
九
八
一
年
二
月

一
九
八
一
年
二
月

一
九
八
一
年
五
月

一
九
八
一
年
七
月

一
九
八
一
年
八
月

新
任
保
健
相
|
ブ
レ
ン
コ
フ

S
・
p
、
前
任
者
ぺ
ト
ロ
フ
ス
ク

B
-
V
(定
年
退
職
)

新
任
備
蓄
国
家
委
委
員
長
|
コ
パ
レ
ン
コ

A
・

v、
前
任
者

l
コ
カ
レ
フ

A
-
A
(定
年
退
職
)

新
任
航
空
工
業
相

l
シ
ラ
エ
フ

I
・

s、
前
任
者
i
カ
ザ
コ
フ

B
・
A
(
死
亡
)

新
任
工
作
機
械
製
作
・
工
具
工
業
相
l
パ
リ
モ
ン
ト

B
・

v、
前
任
者
|
シ
ラ
エ
フ

I
・
S
(新
航
空
工
業
相
に

就
任
)

新
任
ガ
ス
工
業
相
l
デ
イ
ン
コ
フ

V
・
A
、
前
任
者
|
オ
ル
ジ
ェ
フ

S
・
A
(
死
亡
)

新
任
鉱
工
業
保
安
監
督
委
委
員
長
|
ブ
レ
ド
ゥ
チ
ェ
ン
コ

I
・
M
、
前
任
者
メ
リ
ニ
コ
フ

L
・
G
(病
死
)

新
任
石
油
製
品
確
保
国
家
委
委
員
長
ク
ラ
ム
シ
ン

T
・

z

上
記
の
よ
う
に
、

こ
の
間
、
組
織
変
動
が
あ
っ
た
の
は
、
わ
ず
か
一

O
件
で
あ
る
が
、
人
事
異
動
は
き
わ
め
て
多
く
、
四
二
件
に
も
の

ぼ
っ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
前
任
者
と
の
交
替
が
あ
っ
た
の
は
三
二
件
で
あ
る
が
、
定
年
退
職
や
死
亡
で
解
任
さ
れ
た
閣
僚
が
圧
倒
的
に

ソ連外交政策決定過程における諸要因伺

多
い
。

ζ

れ
は
、

な
理
由
で
去
ら
ざ
る
を
得
な
い
時
期
に
入
っ
て
い
る
。
政
治
的
な
理
由
で
解
任
さ
れ
た
の
は
現
在
駐
日
大
使
を
務
め
て
い
る
ポ
リ
ャ
ン
ス

一
九
六
五
年
以
来
回
転
率
が
低
か
っ
た
た
め
、

「
老
人
支
配
」
型
と
な
り
、

近
年
そ
の
構
成
員
の
多
く
が
、
生
物
学
的

格
し
た
も
の
が
二
三
名
、

キ
l
と
キ
リ
リ
ン
二
人
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
三
二
名
の
前
の
職
務
は
、
同
じ
機
関
で
第
一
次
官
か
次
宮
、
ま
た
は
副
相
を
務
め
て
い
て
昇

党
中
央
書
記
局
か
ら
の
移
動
が
一
名

同
系
列
の
行
政
機
関
で
代
理
を
務
め
て
い
て
昇
格
し
た
も
の
が
一
名
、

ロ
モ
ノ
ソ
フ
)
、
共
和
国
閣
僚
会
議
副
議
長

(
ウ
ス
チ
l
ノ
フ
)
、
共
和
国
党
中
央
委
第
二
書
記
か
ら
の
任
命
が
二
名
(
メ
ス
ヤ
ッ
ツ
、

名
(
パ
シ
レ
フ
)
、

委
第
一
書
記
・
執
行
会
議
委
員
長
二
名
で
あ
る
。

一
貫

連
邦
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
副
総
裁
一
名
(
マ
ル
チ
ェ
ク
)
、

全
ソ
労
組
中
央
評
議
会
書
記
一
名
(
シ
ャ
ラ
エ
フ
)
、
州
党

25 

本
来
、
新
任
閣
僚
の
補
充
に
は
、
付
長
い
間
、
関
連
専
門
部
門
に
従
事
し
て
い
た
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
行
政
官
僚
か
、
口
過
去
、

し
て
党
の
指
導
・
組
織
活
動
に
専
念
し
て
き
た
、
党
ア
パ
ラ
チ
キ
、
と
く
に
州
党
委
第
一
書
記

(
A
グ
ル
ー
プ
)
や
共
和
国
党
委
書
記
な
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ど
で
あ
っ
た

o
Z
か
に
は
、

い
ζ

の
両
者
K
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

乙
の
両
者
を
兼
ね
備
え
た
閣
僚
も
い
た
(
例
え
ば
メ
ス
ヤ
ッ
ツ
や
ウ
ス
チ

l
ノ
フ
が
こ
の
類
)
が
、
だ
い
た

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
追
放
後
、

一
九
六
五
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
、
新
任
の
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト

的
閣
僚
は
六
二
・
五

Mm
を
占
め
、

一
九
七
二
年
か
ら
一
九
七
五
年
ま
で
は
、

五
四
・
五
必
と
僅
か
な
が
ら
減
る
傾
向
に
あ
っ
た
が
、

fL 

七
五
年
以
降
は
、
ま
た
そ
の
逆
で
党
ア
パ
ラ
チ
キ
を
圧
倒
し
て
い
る
。
し
か
し
、
保
安
、
農
業
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
教
育
、
文
化
、

マ
ス

-
メ
デ
ィ
ア
)
芯
ど
、
そ
れ
に
最
近
で
は
建
設
部
門
の
閣
僚
も
、
継
続
的
に
党
ア
パ
ラ
チ
キ
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

一
九
七
五
年
以
降
の
新
任
閣
僚
の
前
職
歴
を
み
て
感
ず
る
ζ

と
は
、
任
命
す
る
に
あ
た
り
、

た
だ
単
に
テ
ク
ノ
ク
ラ
ー
ト
的
職
歴
を
重

視
す
る
の
で
は
な
く
、
州
党
委
第
一
書
記
の
補
充
体
系
同
様
、
同
じ
省
庁
内
の
昇
格
を
優
先
し
て
い
る
こ
と
で
、

こ
れ
は
行
政
官
僚
達
に

安
定
感
を
与
え
、

職
場
へ
の
忠
節
心
を
増
す
こ
と
に
も
な
る
。

な
か
ば
制
度
化
さ
れ
た
こ
の
補
充
方
法
は
、

お
の
お
の
の
最
高
指
導
者

が
、
州
党
委
第
一
書
記
の
任
命
と
同
様
、
自
分
の
人
脈
で
固
め
る
こ
と
を
困
難
な
も
の
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
同
省
内
で

の
在
任
期
間
が
長
い
こ
と
は
、
そ
こ
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
鮮
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
利
害
関
係
意
識
が
強
く
、

セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
生
み
易
い
。
政
府
機
関
内
で
の
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
順
・
逆
機
能
は
ソ
連
の
政
治
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
他
の
非
公
式
グ
ル
ー
プ
の

機
能
と
あ
わ
せ
て
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

こ
れ
は
後
日
「
官
僚
政
治
」
の
章
で
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

" 一一一、_，.

指
導
者
の
政
治
的
態
度

そ
の
構
成
な
ら
び
に
特
徴
を
述
べ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
指
導
者
一
般
の
政
治

的
態
度
を
簡
略
に
説
明
す
る
こ
と
に
す
る
。
指
導
者
聞
の
人
脈
政
治
は
ソ
連
の
権
力
構
造
を
解
く
重
要
な
鍵
の
一
つ
で
あ
る
が
、
指
導
者

の
政
治
的
態
度
も
そ
の
鍵
の
一
つ
で
あ
る
。
指
導
者
の
責
務
は
お
互
い
に
重
復
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
個
々
の
教
育
お
よ
び
職
業
的
背

景
、
そ
れ
に
個
性
と
か
現
実
的
な
権
力
闘
争
な
ど
が
か
ら
ん
で
各
指
導
者
は
時
と
関
係
事
項
に
よ
り
政
治
的
態
度
が
異
な
り
、
指
導
層
の

こ
れ
ま
で
、
政
治
指
導
者
を
二
つ
の
レ
ベ
ル
に
分
け
、

政
治
的
色
分
け
を
す
る
の
が
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
日
、
両
超
大
国
聞
に
成
立
し
て
い
る
緊
張
緩
和
の
も
と
に
米
ソ
聞
の
核
不
戦
の



乙
れ
が
ソ
連
社
会
の
政
治
的
多
様
化
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
確
か

で
あ
る
。
現
在
の
指
導
層
を
大
別
す
る
と
す
れ
ば
、
保
守
・
中
道
・
リ
ベ
ラ
ル
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
色
分
け
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

約
束
と
東
西
聞
の
交
流
と
協
調
は
進
ん
で
お
り
、

ろ
v

つ。保
守
グ
ル
ー
プ
は
ロ
シ
ア
民
族
を
軸
と
し
た
パ
ン
・
ス
ラ
ブ
国
家
を
確
立
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
緊
張
緩
和

の
も
と
に
西
洋
文
化
が
流
入
す
る
こ
と
を
阻
止
し
、
ま
た
西
側
諸
国
と
は
対
立
状
態
を
維
持
し
孤
立
化
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
民
族

の
純
粋
さ
と
民
族
意
識
を
高
め
る
た
め
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
を
と
り
、
ま
た
軍
備
拡
張
を
し
て
保
守
的
な
体
制
を
維
持
し
反
体
制
運
動
を
こ
と

ご
と
く
粉
砕
す
る
態
度
で
い
る
。
保
守
的
な
指
導
者
の
一
人
と
い
わ
れ
て
い
た
ポ
ド
ゴ
ル
ヌ
イ
は
、

一
九
七
三
年
の
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
対
米

譲
歩
(
デ
タ
ン
ト
推
進
の
た
め
ユ
ダ
ヤ
人
出
国
税
法
廃
止
)
を
関
接
的
に
非
難
し
、

一
九
七
五
年
の
ソ
連
の
ア
ン
ゴ
ラ
へ
の
軍
事
介
入
に

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

ソ連外交政策決定過程における諸要図的

こ
の
よ
う
な
保
守
グ
ル
ー
プ
は
ソ
連
社
会
に
根
強
く
幅
広
く
勢
力
を
維
持
し
て
い
る
が
、

ソ
連
邦
に
は
数
多
く
の
民
族
が
存
在
し
、
な

か
で
も
西
部
地
区
の
民
族
は
ロ
シ
ア
人
と
対
抗
意
識
を
も
ち
、
自
民
族
の
ロ
シ
ア
化
に
絶
え
ず
抵
抗
を
示
し
続
け
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に

ま
た
、

こ
れ
ら
民
族
と
自
由
化
運
動
と
結
び
易
く
、
最
高
指
導
者
ら
は
過
去
、

こ
れ
ら
内
外
の
動
き
を
制
圧
し
、

「
に
ん
じ
ん
と
鞭
」
作

戦
で
ロ
シ
ア
化
に
努
め
て
き
た
。

ブ
レ
ジ
ネ
フ
を
中
心
に
漸
進
的
に
の
ば
し
て
い
る
中
道
勢
力
は
デ
タ
ン
ト
推
進
派
で
あ
る
。
国
益
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
た
め
新
し
い

党
綱
領
「
発
達
し
た
社
会
主
義
」
の
も
と
に
西
側
諸
国
と
も
経
済
的
に
許
容
範
囲
内
で
協
調
体
制
を
推
進
し
て
い
く
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。

(mv 

ソ
連
経
済
の
不
振
と
い
う
現
実
の
ま
え
に
、
西
側
諸
国
か
ら
年
平
均
二

O
億
ド
ル
の
資
金
・
技
術
導
入
を
受
け
て
お
り
、
今
後
西

現
在
、

側
か
ら
の
経
済
的
オ
ジ
フ
ァ

i

(
信
用
貸
し
、
関
説
率
、
価
格
、
ラ
イ
セ
ン
ス
、
合
弁
事
業
な
ど
)
の
内
容
に
よ
り
保
守
・
中
道
聞
の
均

衡
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
忠
わ
れ
る
。

市
場
は
魅
惑
的
な
市
場
に
み
え
た
。
し
か
し
そ
の
後
、

一
九
七
三
年
の
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
、
西
側
諸
国
は
不
況
に
見
舞
わ
れ
、

そ
の
た
め
ソ
連

27 

ソ
連
市
場
に
代
っ
て
近
代
工
業
品
を
目
指
す
中
国
市
場
が
現
わ
れ
、

ソ
連
に
と
っ
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て
現
在
の
西
側
諸
国
か
ら
の
資
金
・
技
術
導
入
の
レ
ベ
ル
を
維
持
(
と
く
に
ア
フ
ガ
ン
軍
事
介
入
後
)
し
て
い
く
こ
と
す
ら
困
難
に
な
っ

て
い
る
。

リ
ベ
ラ
ル
・
グ
ル
ー
プ
は
知
識
階
級
暑
中
心
に
発
展
し
た
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
が
、
最
高
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
政
治
局
や
中
央
委
書
記

局
に
は
ζ

の
グ
ル
ー
プ
の
積
極
的
な
支
援
者
は
見
当
ら
な
い
。
文
化
系
の
知
識
階
級
は
、
も
と
よ
り
工
業
都
市
に
集
中
し
て
い
る
社
会
科

学
系
の
知
識
階
級
も
上
意
下
達
方
式
の
官
僚
体
制
の
矛
盾
を
感
じ
て
い
る
。
社
会
経
済
の
多
様
化
と
多
元
化
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
専
門

家
は
漸
次
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
、
西
側
諸
国
と
の
文
化
交
流
も
手
伝
い
、
体
制
自
体
が
あ
る
程
度
こ
れ
ら
の
環
境
に
順
応
し
て
い
く
態

度
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

る
わ
け
で
、

現
在
の
指
導
層
は
以
上
三
つ
の
政
治
色
に
大
別
で
き
る
と
恩
わ
れ
る
。
乙
れ
ら
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
統
合
し
て
い
る
諸
々
の
要
因
が
あ

そ
の
な
か
に
は
文
化
的
、
社
会
的
、
歴
史
的
、
経
済
的
、
政
治
的
要
因
な
ど
が
当
然
考
え
ら
れ
る
。
外
的
要
因
と
し
て
は
中

ソ
紛
争
で
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
を
統
合
し
て
い
る
強
力
な
力
と
な
っ
て
い
る
。
中
ソ
紛
争
は
、
西
側
か
ら
み
る
と
、

マ
ル
ク
ス
・
レ

l

ン
主
義
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
用
語
(
中
国
の
教
条
主
義
と
ソ
連
の
修
正
主
義
)
を
使
っ
て
互
い
に
中
傷
し
あ
い
、
使
用
で
き
る
限
り
の
あ
ら

ゆ
る
権
力
手
段
を
用
い
て
の
、
世
界
共
産
主
義
運
動
の
指
導
権
を
め
ぐ
る
権
力
闘
争
で
あ
る
。
し
か
し
、
両
国
民
に
と
っ
て
は
、
民
族
的

相
違
か
ら
く
る
根
深
い
人
種
的
憎
悪
で
あ
り
、
ま
た
指
導
者
閣
の
個
人
的
不
和
も
手
伝
い
、
両
国
民
は
極
端
に
感
情
的
に
な
り
紛
争
を
一

層
先
鋭
化
さ
せ
て
い
る
。

(
四
)

結

ぴ

以
上
、
ブ
レ
ジ
ネ
フ
指
導
体
制
の
構
造
と
そ
の
特
徴
を
考
察
し
て
き
た
が
、

一
般
巴
盲
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
「
老
人
支
配
化
」
し
て
構
造

が
化
石
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
が
安
定
性
の
な
か
に
人
事
異
動
や
機
構
構
成
の
変
化
、
お
よ
び
人
脈
構
成
の
変
化
が
あ
り
、

一
定
の
流
動
性
す
ら
そ
こ
に
み
ら
れ
る
。
乙
の
流
動
性
の
要
因
に
は
人
脈
政
治
が
む
ろ
ん
絡
ん
で
く
る
が
、
変
動
す
る
環
境
へ
の
順
応
、



指
導
部
の
政
策
路
線
の
変
更
な
ど
機
能
的
な
理
由
に
よ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
指
導
体
制
は
、

そ
れ
ぞ
れ
半
自
立

的
な
利
害
関
係
を
も
っ
非
公
式
グ
ル
ー
プ
の
存
在
が
多
元
化
し
易
く
、
政
策
決
定
過
程
の
プ
ロ
セ
ス
を
ま
す
ま
す
複
雑
化
さ
せ
る
傾
向
に

あ
る
。
最
高
指
導
部
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
利
害
関
係
を
調
整
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
技
術
的
な
問
題
は
も
と
よ
り
、
こ
れ
ら
の
行
動

を
適
度
に
統
制
す
る
政
治
的
問
題
も
新
た
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
多
元
化
の
傾
向
が
あ
る
と
は
い
え
そ
れ
ぞ
れ
の
最
高
指
導
者
の
外
交
ス
タ
イ
ル
の
お
よ
ぼ
す
影
響
も
過
少
評
価
で
き
な
い
で
あ

ろ
う
。
例
え
ば
ス
タ
ー
リ
ン
は
情
疑
心
が
強
く
国
際
組
織
を
信
頼
せ
、
す
、
コ
メ
コ
ン
の
よ
う
な
ソ
連
主
導
の
組
織
で
さ
え
も
決
し
て
実
質

的
な
機
能
を
与
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

フ
ル
シ
チ
ョ
フ
は
創
意
工
夫
お
よ
び
実
行
力
に
富
み
、
そ
れ
が
も
と
で
失
脚
す
る
は
め
に
な

っ
た
。
ブ
レ
ジ
ネ
フ
は
堅
実
派
で
、
当
初
指
導
者
間
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
に
よ
る
意
思
決
定
方
式
を
強
く
打
ち
出
し
、

こ
れ
が
最
高
指
導

者
と
し
て
の
長
命
の
一
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

ソ連外交政策決定過程における諸要因伺

註

(
1
)

本
稿
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
お
の
お
の
指
導
者
の
経
肢
は
、
特
別
に
出
所
が
名
記
さ
れ
て
な
い
限
り
、

b
R
b
ミ
ミ
』
て
ぬ
込
ぎ

g。h.
。
句
。

g
z

'切'切め勾
U

剛、

R
宮
崎
。
伐
と
N
h
F
N
ω

め
戸
ソ
ビ
エ
ト
の
新
聞
そ
の
他
か
ら
の
資
料
を
参
照
し
て
作
ら
れ
て
い
る
。

〈

2
)

ブ
レ
ジ
ネ
フ
人
脈
に
つ
な
が
り
の
な
い
、
一
九
O
一
年
生
れ
の
高
齢
者
が
第
一
副
議
長
に
選
出
さ
れ
た
理
由
は
、
ま
づ
ブ
レ
ジ
ネ
フ
の
権
威
を

ゆ
る
が
す
よ
う
な
存
在
に
な
ら
た
い
こ
と
、
そ
し
て
第
一
副
議
長
が
議
長
の
当
然
の
後
継
者
と
み
な
さ
れ
な
い
こ
と
な
ど
を
配
慮
し
て
選
出
会
れ

た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

(
3
)
F
Oロ
2

2
巾

B
N
m
F
2同，
v
m
同

2
日
ロ
ロ

-
m
H
M
g同
町
田
曲
目
。
ロ
包

ω仲
阻
止
日
仲
町
四
長
℃
℃
白

E
Z
m
w
O片
匹

目

。

叩

ロ

可

色

。

O
B
B芹
同
町
叩

O同
同
町
四

。]V
ω
d
w
J
s
h
s雪
h
h
A
H

話、。
h
h
H
h
h
b
N
h叫円
h
e
詰

円

ぬ

勾
g

h

e

号
、
富
田
吋
n
F
H
φ
由。
w同

】
・

2・

(
4
)

「
プ
ラ
ウ
ダ
」
、
一
九
八
一
年
三
月
四
日
。

(
5
)

「
プ
ラ
ウ
ダ
」
、
一
九
七
九
年
一
一
月
二
八
日
。

(
6
)

閣
僚
会
議
幹
部
会
は
、
事
実
長
い
間
存
在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
タ
ー
リ
ン
憲
法
で
は
、
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

新
憲
法
、
第
一
三
三
条
お
よ
び
第
一
三
六
条
で
、
始
め
て
そ
の
存
在
が
法
的
に
認
め
ら
れ
、
ソ
連
邦
閣
僚
会
議
の
常
設
機
関
で
あ
る
と
し
て
、
そ

29 
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